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ドイツワイマール期 に関する教員研究の展開

1問 題の所在

1945年 以前および連合軍 占領下の ドイツ,さ らに戦後 ドイッにおいて,教 員に関する研究

は,数 多 く挙げることができる。たとえば,Ichenhausenに おけるバイエルン学校博物館か

ら1987年 に公刊された文献目録,『 歴史の変化の中の教育,形 成 学校』(Erziehung,Bil・

dung,SchuleimWandelderGesch1chte)且)に1ま,一 般的 ・概括的記述 としての 「教員 と教

員養成」の項 目に該当する文献 として11812年 から1985年 までに刊行された,227の 研究書

が記載されている。

教員を分析の対象 とする研究の進捗は,「近代公教育」の成立 と展開に対する関心の高まり

が,そ の基本的前提 となっている。近代国家による公教育への組織化過程の初期に,教 員 と

いう社会的存在の成立は位置づけられるのである。日本においても,1872年8月 の 「学制」

に先立っ同年5月 には東京師範学校が開設され,教 員養成は開始されている。 このように教

育の 「公教育」への展開と同様に,教 師の 「教員」への展開,っ まり 「教師」の公教育に裏

付けられた教員への包摂過程を理解することができる。

したがって,教 員存在の基本的性格にっいては,公 教育のそれとのアナロジーで考えるこ

とができるが,他 方,教 員はその実践的性格から,政 治的 ・経済的意味を重 く付与される「制

度の論理」には必ず しも包含されえない,「教育の論理」に従 う存在でもある。たとえば,公

教育としての課題が政策的 ・行政的に示されるにもかかわらず,こ れが 「教員」一丁生徒」

関係としての教授一学習過程のレベルにまで必ず しも貫徹されない一因は,教 員が教育理念

を持 った一個人たる性格を脱 していない点にある。確がに,こ の 「逸脱」は,一 面 として教

員自身の思想信条やその他の個人的諸特性によるもの,あ るいは多様な児童 ・生徒 と対応す

ることによって不可避的に生 じるものである。 しか しなが ら,別 の側面としては,歴 史的 ・

社会的に形成されてきた教員という職業イメージが,個 々の教員にそれなりに共有されるこ

とによって,あ る程度の幅を持ちなが ら,彼 らが教員像を主体化 していることに基づいてい

る。

すなわち,教 員は公教育としての具体的諸課題を遂行する存在であると同時に,特 殊 ・個

人的な 「教師」との重複部分を少なか らず有する存在であること,し か も 「個人的」要素 は,

教員 という職業的立場か ら切 り離されたところに必ず しも相当するのではなく,彼 ら自らが
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規範化 している 「教師像」に依拠するもので もあるということである。

それゆえ,「公教育における教員」は,政 治的 ・経済的文脈と同時に,こ れ らのカテゴリー

に直接には含まれない,非 制度的な文脈でも捉えることが重要 となる。 こうした教員の把握

方法は,教 員を全 くの外在的存在 としてだけではなく,教 育主体 としても理解すること,す

なわち教員存在の社会的非規定性だけでなく,社 会に対する規定的性格の可能性をも提起す

るものといえよう。

本稿は,以 上のような教員把握の方法を巡 る問題の整理)を 基本的関心 として,教 員が具

体的にいかに描かれてきたかをワイマール期 ドイッを事例 として明らかにすることを意図 し

ている。

さて,ワ イマール期(ド イッ共和国 〈1918年一1933年 〉期)ド イッは,そ の世界史的位置

のユニークさか ら,多 くの注目を集めてきた。それは,ま ず,第 一次世界大戦直後に,社 会

主義国ソビエ ト連邦を除き,先 駆的に,基 本的人権 としての社会権の規定を 「ワイマール憲

法」の条項に有 したこと。そして,第 二には,こ れにもかかわらず,共 和国成立後わずか15

年で,全 体主義政党が政権を獲得 し,以 後,国 内での弾圧 と統制,国 外での侵略を進あ,最

後には反ファシズムで共同した連合国側に敗北するに至ったことである。そのダイナ ミック

な展開の評価にっいては,ワ イマール体制の脆弱さと関わって,ワ イマール体制自身がナチ

ズムを準備 したのではないかという説を含め,常 に論争テーマとなっている。

同共和国での公教育を検討する立場 は一様ではないが,そ こには,こ の時期を 「ワイマー

ル体制」,旧 西 ドイッを 「ボン体制」 とモデル化 して捉え,両 体制を比較す ることによって,

西 ドイツの公教育を展望するという問題意識に支え られた研究が見 られる。3)そして,公 教育

における教員とは,と きどきの教育改革のなかでの鍵的役割(SchulOsselrolle),あ るいは核

的問題(Kemfrage)と しての位置を与え られている。4)しか も,そ れはただ研究者の問題関

心 ということに留 まらず,旧 西 ドイツの場合,実 際の教育政策,教 育行政上の課題 にも連

なってた点で特徴的である。

このことは,た とえば,1970年 の ドイッ教育審議会(DeutscherBildungsrat)に よる教員

養成に関する勧告が,19世 紀半ば以来,連 綿として引き継がれてきた 「教職の統一」や 「学

術的教員養成」,あ るいは 「学問の自由」,「総合大学での養成」 といった理念を鍵概念とし,

これらの改革が教育改革の要と捉え られていたこと。のそして,現 実 には,こ れ らのうち 「総

合大学での養成」がほとんどの州で実現された一方,「教職の統一」の規定は,ブ レーメン,

ハンブルク,ノ ル トライン・ヴェス トファーレン,ベ ル リンの4州 で実施されたものの,他

の7州 では未だ実現せず,あ るいは同規定を導入後 に廃止という事態に示されている。6)これ

らの状 況 は,統 一学校 の理念 や総合 制学校(Gesamtschule),ギ ムナ ジウム上級 段階

(GymnasiumOberstufe)を 含む中等教育の分岐 と統合,教 育大学の総合大学への統合,教
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員養成を巡 る 「理論」一 「実践」問題(dasTheorie-Praxis-Problem)な どにも連なって,

学校制度全体に関わる諸勢力の態度の相違の所産としてもたらされている。

それは,ド イッ社会民主党(SPD)と キ リスト教民主同盟 ・社会同盟(CDU/CSU)の 諸

政党に代表される,州 ごとに異なった政治的力学の結果とも見ることができるが,こ うした

問題状況にとって,ワ イマール期の 「教育妥協」(SchulcompromiB)の 経験は極あて示唆的

である。そのような意味で,ワ イマール期の教育は決 して過去のことではな く,す ぐれて現

在にっながる内容を持っものと理解することができるのである。

以上の問題意識から,本 稿は 「公教育における教員」存在の把握方法にっいて深める一作

業 として,ワ イマール期 ドイッの教員に注目し,こ れまでの同テーマでの研究の展開をス

ケッチすることを通 して,先 行研究の整理 と今後の研究課題を展望す ることを意図 してい

る。

皿 戦後 ドイツにおける研究の展開

戦 後 ドイ ッ に お け る ワイ マ ー ル期 の教 員 に関 す る研 究 は,以 下 の流 れ で把 握 す る こ とが で

き る。

まず,旧 東 ドイ ッ に お い て は,1954年 に ホ ー ヘ ン ドル フ(Hohendorf,G.)に よ って,『 ワ

イ マ ー ル共 和 国 初 期 の教 育 運 動(DiePadagogischeBewegungindenerstenJahrender

WeimarerRepublik)』 が著 され た。 これ は,ワ イ マ ール 初 期 の ドイ ッ教 員 組 合(DLV)や

各 地 の労 兵 評 議 会,教 員 協 議 会 の 運 動 に焦 点 を あて た研 究 で あ り,教 員 を 中心 と した教 育 運

動 か ら権 力 奪取 後 の 政 策 主 体 へ の 展 開 を明 らか に した研 究 と いえ る。 ホ ー ヘ ン ドル フ に よ っ

て は,続 い て,「 ドイ ッ共 和 国 の 教 員 連 盟(DerdeutscheRepublikanischeLehrerbund)」

(1957年),「1918年11月 革 命 に お け る労 働 者 階 級 の教 育 政 策(DieSchulpolitikderArb-

eiterklasseinderNovemberrevolution1918)」(1958年)の 論 文 が 出 され,政 治 的 革 命 の

動 向 と軌 を 一 に、した と把 握 され る教 育 運 動 の諸 状 況 につ いて の分 析 が 進 め られ て い る。 こ の

他,ド イ ッ共 産 党(KPD)に 焦 点 を あ て た研 究 の ひ とっ と して,Wothge,Rbsemarieら に

よ る,rワ イ マ ー ル共 和 国 にお け る ドイ ッ共 産 党 の 教 育 学 と学 校 政 策(ZurPadagogikund

SchulpolitiトderKPDinderWeimarerRepublik,1961)』 が あ る。

同様 の分 析 枠 に基 づ い た研 究 と して は,ギ ュ ン タ ー(G伽ter,C.H.)ら に よ る 『教 育 の歴

史(GeschichitederErziehung)』(1960年)が,挙 げ られ る。7)同書 は,ワ イ マ ール革 命 に

際 して の諸 教 員 組 合 の態 度,社 会 主 義 的 な 教 員 組 織 の 要 求 と運 動 の 他,プ ロ レタ リア児 童 の

状 態,労 作教 育 の思 想,徹 底 的 学 校 改革 者 同 盟 やKPDの 動 向 な どを 分 析 し,「根 本 的 な改 革」

な い し 「資 本主 義 的 限 界 」 と い っ た観 点 か ら,そ れ ぞれ を 評 価 す る もので あ る。
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旧 東 ドイ ッで は,以 後,ホ ーヘ ン ドル フや ケ ーニ ッ ヒ(K6nig,H.),ギ ュ ンタ ー な ど に よ っ

て,『 モ ニ ュメ ン タ ・ペ ダ ゴギ カ(MonumentaPaedagogica,Kommissionfnrdeutsche

Erziehungs-undSchulgeschichtederDeutschenAkademiederWissenschaftenzu

Berlin)』 が刊 行 され る。 これ は各 巻 の テ ーマ ご と に論 文 な い し史 料 か ら構 成 され て い る もの

で,長 期 に わ た り刊 行 さ れ て きた が,こ れ らの うち,1968年 に第IV巻r11月 革 命 及 び 革命 的

な戦 後 危 機 に お け る 革 命 的 ドイ ッ労 働 運 動 の 教 育 政 策 と教 育 に関 して(BeitragezurBil-

dungs-politikundPadagogikderrevolutionarendeutschenArbeiterbewegunginder

ZeitNovemberrev◎lutionundderrevolutionarenNachkriegskrisel918-1923)Teill』 お

よ び第V巻 『同Teil2』 が 出 さ れ,ワ イマ ール 初期 の教 育 政 策 を め ぐ るSPDや ドイ ッ独 立

社 会 民 主 党(USPD),あ るい はKPDの 主 張 や対 立,ソ 連 か らの影 響 な どに っ い て評 価 が な

され て い る。 ま た 同 年 に は,ホ ー ヘ ン ドル フが,「1918年11.月 革 命 と労 働 者 階級 にお け る教

育 政 策(D呈eNovemberrevolutionl918unddieBildungspolitikderArbeiterklasse)」 を

著 して い る。

この よ うに,1960年 代 まで の 東 ドイ ッ にお け る研 究 は,マ ル ク ス主 義 的 見 地 か ら,帝 制 か

ら社 会 主 義 国 家 へ の展 開 を 目指 した勢 力,そ れ へ の反 動 あ るい は裏 切 り ・日和 見 とい った,

政 治 的革 命 の動 向 を べ 一 ス に し た教 育 状 況 の把 握 とい う方 法 を取 った。 した が って,こ れ ら

の論 文 は,ワ イ マ ール 初 期 に顕 著 な,教 育運 動 か ら教 育 政 策 の主 体 へ の 移行 を あ ぐる闘 争,

「教 育 妥 協 」 と進 歩 派 の敗 北,共 和 国 の 「未 成 熟 」 とKPDの 先 駆性 とい った 論 理展 開 を導 く

もの で あ った。 そ こで の教 員 にっ い て は,国 民 学 校 教 員 を中 心 と したDLVや 社 会主 義 的 な

教 員 組 織 の主 張 と運動,あ るい は,ギ ムナ ジ ウ ム教 員,キ リス ト教 関係 教 員 団 体,大 学 関 係

者 の動 向,諸 政 党 と彼 らとの 関 係 を 示 す もの と して論 述 され た。 と りわ け国 民 学 校 教 員 と そ

の組 織 は,労 働 者 階級 の先 鋭 的 部分 と して捉 え られ,彼 らの利 益 と衝 突 す る旧政 権 や 大 学 あ

るい は ギ ムナ ジ ウ ム教 員 との 闘 争 を 政治 的視 点 か ら描 く論 述 が専 らで あ った。

一 方
,旧 西 ドイ ッで は,キ ッテ ル(Kittel,H.)に よ る 『教 育 大 学 の展 開(DieEntwicklung

derPadagogischenHochschulen)』(1957年)が 初 の集 成 さ れ た研 究 で あ る。 これ は,1932

年 に キ ッテ ル が著 した 「国 民 教 師 の道(DerWegvomVolkslehrer)」 の改 訂 版 と もい え る

もの で あ る。 キ ッテ ル は,ま ず1925年 の プ ロ イ セ ン邦 文 部 省 の 公 布 に よ る,教 育 アカ デ ミー

(PadagogischeAkademie)創 設 に 至 るま で の,教 育 ア カ デ ミー あ る い は教 育 大 学(Pad-

agogischeHochschule)の 理 念 と,こ れ を め ぐる政 策 的 ・運動 的 動 向 にっ いて 論 述 す る。 そ

こで は,シ ュ プ ラ ンガ ー(Spranger,E.)の 「陶 冶 者 大 学(Bildnerhochschule)」 理 念 や,

これ を具 体 化 した と考 え られ るベ ッ カー(Becker,C.H,)の 教 育 ア カ デ ミー構 想,そ れ に批

判 的 だ ったDLVの 主 張 な どが分 析 さ れて い る。そ して 次 に,1926年 か ら1932年 に創 設 され

た教 育 ア カ デ ミー の分 析 と して,教 員 養 成 カ リキ ュ ラ ム,総 合 大 学 との 関 係,宗 派 性 の 問題,
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教 員 の 継 続 教 育 な ど にっ いて,検 討 が行 わ れ て い る。

さ らに,キ ッ テ ル は,1965年 にr1926年 か ら1932年 の 教 育 大 学(DiePadagogische

Hochschulenl926-1932)』 を公 刊 す る。 これ は,プ ロイ セ ン邦 にお け る15の 教 育 ア カ デ ミー

の 理 念 と実 態 に 関 す る諸 論 文 を,解 説 付 きで 編 集 し た もの で あ る。 こ こ に は,シ ュ プ ラ ン

ガ ーの 「教 員 養 成 に関 す る諸 考 察(GedankenaberLehrerbildung)」(1920年)か ら,当 時,

アル トナ(Altona)教 育 アカ デ ミーの 教 授 で あ った キ ッ テル の 「国 民 教 師 の道 」ま で の10編

の論 文 が 収 め られ て い る。シ ュプ ラ ンガ ー論 文 は,「 陶 冶 者 大 学 」 と して の 教 育 大 学 構 想 を示

した もの で あ り,キ ッテ ル論 文 は,教 育 ア カ デ ミー につ いて の 批 判 的 報 告 で あ る。 これ ら は,

教 員 養 成 の 実態 の把 握 と同 時 に,教 員 養 成 理 念 に力 点 が 置 か れ て お り,シ ュ プ ラ ンガ ー に代

表 され る,教 員 の 「教 師 性」 の 内 実 を 深 め よ う とす る問 題 関 心 が 見 られ る。

これ らの 他,政 治 的 衝 突 の 所 産 とい う視 点 か らだ けで な く,教 員 養 成 問 題 の 分 析 を行 っ た

研 究 と して,1984年 に ゲ ル ノ ー ト(Gernot,P)は 自著 の 中 で,レ ブ レ(Reble,A)のrド イ

ツ に お け る教 員 養成(LehrerbndunginDeutschland,1958)』,ベ ッ クマ ン(Beckmann,H.

K.)のr師 範 学 校 ・ア カデ ミー ・大 学(Lehrerseminar-Akademie-Hochschule,1968),ガ イ

ス ラー(Ge量szler,G.)の 『総 合 大 学 へ の教 員 養成 の統 合(EingliederungderLehrerbildung

indieUniversitatDasHamburgerBeispie1,1973)』 を挙 げ て い る。の

以 上 の よ う な教 育 ア カ デ ミー に 焦 点 を 当 て た キ ッテ ル らの 砺 究 と一 線 を 画 し た の は,

フ ェ ー ル(Fahr,C.)に よ る,『 ワイ マ ール共 和 国 にお け る学校 政策(ZurSchulpolitikder

WeimarerRepublik,1970)』 で あ った 。同 書 は,ワ イ マ ー ル初 期 お よ び 中期 の教 員 養 成 改 革

を め ぐる諸 政 党 の動 向;ラ イ ヒ(Reich)内 閣,国 民 議 会(ラ イ ヒ議 会),ラ イ ヒ参 議 院 の対

応,諸 邦 と ライ ヒ内 閣 ・大 蔵 大 臣 ・内務 大 臣 との関 係,諸 教 員 組 合 の主 張 と行 動,あ るい は

ラ イ ヒ と邦 と の パ イ プ役 を 果 た し た ラ イ ヒ学 校 委 員 会 や ライ ヒ教 育 制 度 委 員 会 な ど に っ い

て,議 事 録 や回 章 な ど を渉 猟 して,教 育 改 革 を め ぐ る状 況 を動 的,立 体 的 に解 明 す る もの で

あ っ た。 これ は,政 治 と公 教 育,と りわ け教 員 問 題 が分 か ち難 く結 び付 い て い た こ とを 明 ら

か に し,当 時 の一 連 の改 革 の不 成 功 な い し不 十 分 さ が,'保 守 と革 新 の両 政 治 勢 力 の衝 突 と妥

協 の 結 果 に よ って 導 か れ た こ とを示 した。 フ ェー ル の研 究 の独 自性 は,ラ イ ヒ学 校 委 員 会 と

ラ イ ヒ教 育 制 度 委 員 会 の 活 動 を軸 に して,ラ イ ヒだ けで な くプ ロ イ セ ン邦 を始 め とす るい く

っ か の 邦 の 教 員 養 成 を め ぐる論 議 と実 態 を明 らか に し,ラ イ ヒと邦 と の関 係 とい う新 た な分

析 軸 を 提 示 した 点 に あ っ た。

フ ェ ール の 研 究 の 他 に,教 育 政 治 学 的 な視 角 か らの研 究 と して は,大 き く2っ の 内容 を指

摘 で き る。 ひ とっ は,ラ イ ヒ レベ ルで の議 会 と政 党 を中 心 に した教 員 政 策,特 に教 員 養 成 政

策 を め ぐる動 向 を 扱 っ た研 究 で あ り,も うひ とつ は,教 員 組 合 の 思 想 と運 動 に焦 点 を当 て た

研 究 で あ る。
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前 者 と して は,SPDの 教 育 政 策 を 中 心 に,ラ イ ヒ学 校 法 案 を め ぐる動 きを 整 理 した研 究 と

して,ヴ ィ トヴ ェル(Wittwer,W.W.)に よ る,『 ワイ マ ール 共 和 国 にお け る社 会 民 主 主 義 の

学 校 政 策(DiesozialdemokratischeSchulpolitikinderWeimarerRepublik,EinBeitrag

zurpolitischenSchulgeschichteimReichundinPreuBen,1980)』 が あ る。 同 書 は,東 ド

イ ッで の研 究 に見 られ る,社 会 民 主 主 義 へ の否 定 的評 価 に対 す る批 判 的 な立 場 か ら,「社 会 民

主 主 義 に よ る教 育 政 策 お よ び 学 制 改 革 の 分 野 で の努 力 の 過 程 を把 握 しよ う とす る」9)もの で

あ る。

そ して,後 者 と して は,ク ロ ー エ ル(Cloer,E.)に よ る 『第 二帝 国 と ワイ マ ール 共 和 国 に お

け るカ ト リ ック教 員 連 盟 の社 会 史,学 校 政 策,教 員 の継 続 教 育(Sozialgeschichte,Schu1-

politikundLehrerfortbildungderKatholischenLehrerverbaendeinKaiserreichundin

derWeimarerRepubllk,BeitragezurGeschichtederOrg3nisiertenLehrerschaftinder

WeimarerRepublik,1975)』 や ク ラウ ゼ ー ヴ ィル マ ー(Krause-Vilmar,D.)編 に よ るr教 員

組 合,共 和 国,フ ァシ ズ ム(Lehrerschaft,RepublikundFaschismus,1978)』 な ど の研 究

が 挙 げ られ る。 ク ロ ー エ ル の研 究 は,1872年 以 来 の ドイ ッカ ト リッ ク教員 連 盟 の 歴 史 を 描 い

た もの で,ワ イ マ ー ル期 の社 会 民 主 主 義,共 産 主 義,絶 対 的国 家 主 義(absolutNationali-

smus)と の論 争,個 別 問 題 と して は,統 一 学 校,宗 教 教育,男 女 共 学,教 員 教 育 な どを 巡 る

闘 争 が 論 述 さ れ て い る。 ク ラウ ゼ ー ヴ ィル マ ー は,ザ クセ ン邦 とテ ユー リ ンゲ ン邦 の 教 員 組

合 を中 心 に,社 会 民 主 主 義 的 教 員 労 働 組 合(AsL)や そ の 他 左翼 的教 員組 合,あ る い は教 会 関

係 教 員 組 合 や後 に国 家社 会 主 義 教 員 同 盟(NSLB)と な る保 守 的 諸 教 員 組 合 の イ デ オ ロ ギ ー

と行 動 を,彼 ら と共 闘 関 係 に あ った諸 政党 との 関 わ りを 含 め な が ら,ワ イマ ール 初 期 か ら国

家 社 会 主 義 ドイ ツ労 働 者 覚(NSDAP)に よ る政 権 掌 握 ま で の 時期 につ い て論 じて い る。

そ の他,ワ イ マ ー ル期 のDLVを 対 象 と した,ベ リ ング(B611ing,R.)に よ る 『国 民 学 校 教

員 と政 治(VolksschullehrerundPolitik,1978)』,ワ イ マ ール 初 期 の 社 会 主 義 教 員 連 盟 や ド

イ ッ 自 由教 員 労 働 組 合(FLGD)の 成立 と展 開 を 分 析 した,ス テ ール(St6hr,Wウ に よ る 『教

員 と労 働 運 動(LehrerundArbeiterbewegungBand1.2,1978)』 も,当 時 の 政 治 運 動 の大

き な一 翼 を担 った教 員 組 合 の 動 向 を 政 策 史 との 関 わ りで 検 討 した もの で あ る。

こ の よ うな研 究 はま ず,政 治 的 闘 争 の 主 要 な場 の ひ とっ と して 教 育 政 策 を 捉 え,公 教 育 の

世 俗 性 ・民 主 性 ・平 等性 な どの 基 本 原 理 に対 す る諸 勢 力 の 態 度 の 相 違 が,統 一 学 校 制 度,宗

教 教 育,教 育 費 無 償 制,教 会 に よ る学 校 監 督,私 立 学 校,大 学 入 学 資 格 な ど の個 々 の政 策 へ

の評 価 の違 い とな って 現 れ る と見 る。 そ して,ラ イ ヒ レベ ル と邦 レベル で の動 向 を区 分 し,

両 レベ ル の 共通 点 と相 違 点 を 描 く中 で,各 邦 の特 性 を 明 らか に しよ うとす る。 この傾 向 は,

近 年 に お い て は,ヴ ェー バ ー(Weber,R.)に よ るrワ イ マ ール 共 和 国 に お け る プ ロイ セ ン邦

国 民学 校教 員 養 成 の 新 規 定(DieNeuordnungderpreuBischenVolksschullehrerbildung
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inderWeimarerRepublik,1985)』 の よ うに,プ ロイ セ ン邦 の 影響 の 大 き さか ら,改 め て プ

ロイ セ ン邦 の 動 向 を ラ イ ヒとの 関 連 で 分 析 す る と い う,邦 レベ ルか ら ライ ヒ レベ ル へ の分 析

方 向 が見 られ る よ う にな って い る。

以 上 に示 され る状 況 の 一 方 で,70年 代 半 ば に は,従 来 の制 度 史 な い し政 策 史 と は異 な っ

た,社 会 史 的 ア プ ロ ー チが 取 られ る よ うに な る。 この 間 の 事 情 の一 例 と して,ベ リン グは,

1977年 の ハ イ ネマ ン(Heinemann,M.)編 に よ るr教 員 とそ の 組 織(DerLehrerundseine

Organisation)』 に 収 め られ た,テ ノ ー ル ト(Tenorth,H♂E.)の 論 文 「専 門 職 と専 門職 化

(ProfessionenundProfessionalisierung)」 や 同 じ く ブ ライ フ ォー ゲ ル(Breyvogel,W.)の

「教 員 研 究 にお け る史 的 唯 物 論 の評 価 にっ い て(ZumAnsatzdeshistorischenMateriali-

smusinderLehrerforschung)」 を挙 げ て い る。L。)これ は,職 業 社 会 学 の 観 点 か らの 「セ ミ専

門 職(Sem三 一Profession)」 と して の教 員 把 握u)や,「 小 市 民 」かっ 「官 吏 」と い っ た カ テ ゴ リー

で も捉 え る こ との で き る 「中 間 的存 在 」12)として の 教 員 へ の 着 目を 指 摘 す る もの で あ る。 こ う

した,当 為 と して の教 員像 を描 くの で はな く,存 在 と して の 教 員 を 一層 捉 え 返 す そ うとす る

教 員 研 究 に対 す る分 析 姿 勢 は,ベ リン グの 著作rド イ ッ教 員の社 会史(Sozialgeschichteder

deutschenLehrer,1978)』 に お いて も明 確 で あ る♂3)

ブ ライ フ ォー ゲ ル に よ って は,『1927年 か ら1933年 の 国 民学 校教 員 の 社 会 的 状 況 と政 治 的

意 識(DiesozialeLageunddaspolitischeBewuBtseinderVolksschullehrer1927-1933,

1979)』 が続 い て 著 され て い る。 同 書 は,1848年 の全 ドイ ツ教 員 組 合 の成 立 以 来,1871年 に

改 称 し,1933年 ま で存 続 したDLVの 歴 史 研 究 の一 部 で あ る。 そ こで は,ワ イマ ール 期 最 後

の6年 間 にっ いて,い くつ か の教 員 組 合 の状 況,教 員 給 与 法 を巡 る論 議 と運 動 の 分 析 を 通 じ

て,国 民 学 校 教 員 の労 働 と生 活 条 件 の解 明 を試 み て い る。 ま た,数 少 な い大 学教 員 に関 す る

研 究 の ひ とつ と して,デ ー リン グ(D6ring,H.)1と よ る 『ワイ マ ール サ ー クル ー ワ イマ ール 共

和 国 に お け る大 学 教 員 の憲 法 へ の忠 誠 意 識 の研 究 一(DerWeimarerKreis,Studienzum

BewuBtseinverfassungstreuerHochschullehrerinderWeimarerRepublik,1975)』 が 挙

げ られ る。

皿 日本における研究の状況

以上のような ドイッでの研究の影響を受けて,わ が国でも,ワ イマール期の教員研究は少

なか らず行われている。それらは,大 きく分 けて2っ の内容からなっているといえる。

まず第一は,ラ イヒレベルでの教員養成改革をめぐる諸動向と改革構想にっいてである。

これには,諸 政党や諸教員組合の教員養成に関する要求とその論理 に関する分析(佐 藤史浩

「ヴァイマール共和国における教員養成制度改革 に関する研究」東北大学教育学部教育行政
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学 ・学校管理 ・教育内容研究室編r研 究収録』第8号1977年),教 員養成に関する条項(憲

法第143条 第2項)を あぐる1919年 の憲法草案審議の分析(中 山征一 「ワイマール憲法 『教

育条項』の成立過程の研究一ワイマールの教育妥協を中心にして一」r大阪成験女子短期大学

紀要』第12号1975年)が 挙げられる。

また,1920年6月 の全国学校会議を中心 とする教員養成論議,具 体的には,DLV関 係者,

シュプランガーらの主張の検討(江 藤恭二 ・的場正美他 「r全国学校会議』研究ノー ト(3)」

『名古屋大学教育学部紀要(教 育学科)』第30巻1983年),あ るいは総合大学での教員養成

の立場か らの基本構想 にっいて,「記述的教育学」の提唱者 として知 られるフィッシャー

(Fischer,A.)やDDP党 員でザクセン邦文部大臣だったザイフェル ト(Seyfert,R.H)の 論

理の検討(吉 岡真佐樹 「アロイス ・フィッシャーの教員養成論一ワイマール期教員養成制度

改革論争への一考察一」『京都大学教育学部紀要』XXX1984年,榊 原禎宏 「ワイマール初

期の教員養成制度改革構想一統一的養成をめぐる論争一」r大 阪大学人間科学部紀要』第16

巻1990年)が ある。

ライヒ憲法規定の制度化をめぐる教育政策 ・教育行政の動向,及 びプロイセン邦を中心 と

した諸邦 とライヒ内閣 との教員養成法提出をめぐる動向の分析(藤 枝静正 「ドイッにおける

教員養成理念の発展一高等教育再編問題 との関連において一」『国立教育研究所資料』46-6

1972年,佐 藤及び榊原の前掲論文)に っいても,一 定程度の解明がなされている。

そして,第 二には,ラ イヒレベルでの統一的教員養成改革の挫折後の,各 邦における教員

養成をめぐる思想 と実態にっいてである。 シュプランガーの教育大学構想やベッカーの教育

アカデ ミーにっいての理念の検討,そ してこれらを具体化したと考えられるプロイセ ン邦で

の教育大学の分析にっいては,い くっかのアプローチが見 られる。(潮木守一 「ドイッ ・教員

養成制度の歴史的概観」r国立教育研究所紀要』第30集1962年,藤 枝静正 「西 ドイッにお

けるPadagogischeH㏄hschule政 策の展開」『埼玉大学紀要 教育学部(教 育科学)』第20

巻,1971年,佐 藤史浩 「プロイセンのPadagogischeAkademieの 成立過程にっいて」東

北大学教育学部教育行政学 ・学校管理 ・教育内容研究室編 『研究収録』第9号1978年 な

ど)ま た,総 合大学での教員養成 としての,テ ユー リンゲン邦イエナ(Jena)大 学での実践

についても検討がなされている。(佐藤史浩 「ヴァイマール共和国における総合大学での教員

養成」東北大学教育学部教育行政学 ・学校管理 ・教育内容研究室編 『研究収録』第10号

1979年)

さらに極 く近年には,プ ロイセン邦の教育 アカデ ミーの人事に関与 したライ ヒヴァイ ン

(Reichwein,A.)に っいて,「政治的妥協の産物という教育 アカデ ミー観にとどまらない,そ

れのもっ本来の思想的意味も明らかにしうる」1')という仮説か ら,分 析がすすめられている。

(対馬達雄 ・佐藤史浩 「C.H.ベ ッカーとA.ラ イヒヴァインー教育アカデ ミーの創設構想
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とその継受をめぐって」r教 育学研究 第57巻 第1号1990年)

こうした研究状況を整理す る形で,ワ イマール期を含む ドイッ教員史関係の資料 としての

文献目録が,整 備されっっある。最近の資料としては,高 岡信也が1945年 か ら1985年(1),

1800年 から1945年(皿)の2回 にわたって,ド イッ教員史に関する文献を整理 している。1

では258文 献,皿 では173文 献が記載 されており,1に ついては,高 岡の分類 による教員養

成関係の研究書あるいは研究論文が,53挙 げられている♂の

IV概 括

戦後 ドイッおよび日本でのワイマール期における教員研究の動向を,以 上のように理解す

るとき,そ こには,理 念から実態への,そ して制度史から社会史への重点の移動 という方法

論の展開 と共に,以 下の3っ の点での分析対象の拡大を指摘することができる。

それは第一には,ラ イヒやプロイセン邦だけではなく,他 の諸邦における教員養成の実態,

あるいは各邦での議会や政党,あ るいは総合大学 ・工科大学 ・教育インスティチュー トでの

論議の分析へ と,空 間的に広がった研究になっているということである。分析がライヒとプ

ロイセン邦に限 られていた場合,「ワイマールの妥協」に象徴される,ワ イマール初期のライ

ヒレベルでの顕著な政治的ダイナ ミズムが,ワ イマール期を代表するものとして捉えられが

ちである。 しかし,多 様な邦(南 部の邦 と北部の邦,都 市邦 と非都市邦,政 治的に保守的な

邦 と:革新的な邦など)の 検討を通 じて,初 期に留まらない,よ り豊かなワイマール期の教員

を描 くことが可能とな'っている。ザントフックス(Sandfuchs,U.)に よる,ワ イマール期及

び第三帝国期のブラウンシュバイク邦(Braunschweig)に おける教員養成に関す る詳細な

研究は,そ の一例である。

第二には,ワ イマール初期のみならず,ラ イヒレベルでの教員養成法成立の挫折 、(1923年)

後の,中 期ないしナチス期直前の時期にっいても検討が進められており,時 間的広がりが見

られる。これは,初 期の動向をもってワイマール期を珪解 しがちな姿勢の修正にもっながっ

ている。 とりわけ,1925年 以降の各邦での教育政策や教員の動向の分析か ら得 られる知見

は,初 期のライヒレベルでの対立モデルが必ずしも邦 レベルにおいて有効ではないことを示

している。.ワイマール中期以降の,ド イッ民主党(DDP)と ドイッ人民党(DVP)の 衰退,

同後期 のKPDとNSDAPの 台頭 などの政治的変化 と,相 対的安定期か ら経済恐慌への展

開,大 学生の増加 とその急激な入学制限政策など,時 期 ごとの社会的状況 との対応で,教 員

の位置を確認することが一層重要 となっている。

そして第三には,扱 われるテーマにっいて も広がりが見 られる。従来は教員養成研究が

もっぱ らであり,日 本での研究 も殆どがこれに限定されている。しかし,70年 代半ば以降,



260

社会史的アプローチが盛んになる中で,研 究テーマは教員の社会的地位や政治的意識,教 員

組合の統一と分裂,諸 政党との関わり,総 合大学の対応,教 員の継続教育,教 員数,教 員失

業数や生徒数,就 学率などの詳細なデータの解明など,多 岐にわたっている。そして,こ れ

らの動向をより精緻に捉えるために,多 くの報告書や議事録の検討が進められているのであ

る。

このような先行研究の到達を踏まえて,ワ イマール期の教員をめぐる諸状況を動的に理解

するには,時 系列的な整理が不可欠となっている。とりわけ,ラ イヒレベルと並行 して進め

られた邦 レベルでの諸動向を明 らかにすることは,当 時の ドイッが一つの国家 としての集権

的性格を未だ十分 に有 しなかったことを浮かび上が らせるものであり,こ のことは,国 家 と

公教育の位置関係の把握にっいて示唆を与えるといえよう。

[付]以 上の先行研究の理解から,以 下に,ワ イマール期の教員史研究のベースとしての関係

史年表を作成 した。ただ し,ワ イマール期の ドイッという対象の時間的 ・空間的制約から,

年表の内容は,ド イツでの研究において記 されている引用箇所としての第一次資料に依拠

(重引)す る部分が圧倒的多数であることを記す。その場合,典 拠には,第 一次史料の引用が

行われている第二次資料名を示す。管見の限り,ド イッでの研究で用いられていない資料が

日本における研究で扱われている場合については,日 本での研究成果に基づ く引用 も行 って

いる。また,ド イッの研究 においても,同 一事項が違う日付となっている場合があるが,そ

れにっいては可能 な限 り他 の資料を検討 した上で,い ずれかの日付 を記載 した。なお,

Ostern(復 活祭)の 日付 も見いだされるが,こ れにっいては年 ごとに日が異なり,記 載にあ

たり不可欠の事項 もなかったため,こ こでは扱わなかった。最後に,こ れは未だ作成中とい

うべきものであるので,誤 りや加筆等の御指摘をお願い申し上げる。

注

1)Dをambo,Jazo,Erziehung,Bildung,SchuleimWandelderGeschichte,EineAuswahlbiblio・

graphie(SchriftenreihezumBayerischenSchulmuseumIchenhausenZweigmuseumdes

BayerischenNationalmuseums,Band5,1987
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把 握 しよ う と した研 究 と して,持 田栄 一 「福 祉 国 家 の教 育 像 一現 代 西 ドイ ツ の場 合 一」(「持 田栄 一
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inderWeimarerRepublikundimDrittenReich,1978,S.43,あ る い は,Weber,Rita,Die

NeuordnungderpreuBischenVolksschullehrerbildunginderWeimarerRepublik,1984,V,に

お い て 指 摘 が な され て い る。

5)DeutscherBildungsrat,EmpfehlungenderBildungskommission,StrukturfUrdasBildung・
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Skopp,DouglasR叩AufderunterstenSprosse:DerVolksschullehrerals"Semi・Professional"

imDeutschland"es19Jahrhunderts,(geschichiteundGesellschaft6),1980,S383・402

12)B611ing,R.,a.a.0.,S.7
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1918年5月22日

11月4日

11月9日

11月11日

11月12日

11月13日

11月14日

11月15日

11月15日

11月15日

11月17日

11月17日

11月21日

11月23日

11月24日

11月24日

11月27日

11月29日

11月30日

12月1日

ワ イ マ ー ル 期 ドイ ツ:学 校 ・教 員 関 係 史 年 表

プ ロ イ セ ン中 間 学 校 ・高 等 女 学 校 教 員 組 合,「 学 校 改 革 と 中間 学 校 」 を発 表 。

〈Heinemann,M1977S.147>

キ ー ル(KieD軍 港 に お い て水 兵 の反 乱 。 ドイ ツ革 命 の成 立 。

シ ャ イ デ マ ン(Scheidemann,R:SPD),共 和 国成 立 を宣 言 。各 地 に労 兵 評 議 会

が 結成 。

ドイ ッ全 権 団,休 戦 条 約 に 調 印。

ハ ン ブル ク(Hamburg)に お いて,教 員 協 議 会 が 設 立 。

〈Hohendorf,G.1954S.782>

プ ロイ セ ン邦(PreuBen)文 部 大 臣,ホ フ マ ン(Hoffmann,A.:USPD),統 一 学

校 制度 の 創設,設 備 の 充実 を 地方 学 務局 及 び行 政 官庁 に公 布 。

〈K6n量g,H.BalldWS.130>

ベ ル リンのFSJ,労 兵 協 議 会 に対 して,教 授 ㌘教 育 の 自由,補 習 学 校 の改 革 な ど

を 要求 。 〈K6nig,H.BandIVS.121>

DDPが 結 成 。

エ ー ベ ル ト(Ebert,F.),ベ ル リ ン商科 大 学 教 授 プ ロイ ス(PreuB,H)憲 法 草 案 を

委 任。 〈Mmler,RS.S.35>

プ ロイ セ ン邦 に お い て,ホ フマ ン,軍 国 主 義 教 育 の一 掃,学 校 と教 会 の分 離 を公

布 。<GUnter,G.S.19-20>

ペ ル リ ン(Berlin)に お い て,教 員 協議 会 が 設 立 。 〈Hohendorf,G.1954S788>

DLV,「 ドイ ッ教 員 組 合 の 教 育 要 求(SchulforderungdesDeutschenLehrerv-

ereins)」 を発 表 。 〈St6hr,W.BandlS106>

ブ ラ ウ ンシ ュ ヴ ァイ ク邦(Braunschweig)に お い て,「 国 民 学 校 監 督 の新 規 定 に

関 す る法 律(GesetznberdieNeuordnungderVolksschu!aufsicht)」 を 制 定。

〈Sandfucks,U.S.122>

ブ レー メ ン(Bremen)に お い て,教 員 協 議 会 が 設 立 。 〈St6hr,W.BandlS.115>

KLVdDR,ワ イ マ ー ル政 権 の教 育 改 革 に 対 す る態 度 表 明。「我 々 は,国 家 の 繁 栄 の

た め ライ ヒ政 府 が行 う こ とを 支援 す る と共 に,よ く検 討 され た法 律 が す み や か に

制 定 さ れ る こ とを要 求 す る。 我 々 は民 主 主義 的 か つ社 会 主 義 的 な ドイ ツ にお いて

棚 力 す る。」 〈Heinemann,M.1977S.154>

DNVP,学 校 政 策 に関 す る 要求 に つ い て,基 本 ア ピー ル を 発 表 。

<MOller,F.S.S41>

プ ロイ セ ン邦 に お い て,ホ フマ ン とヘ ー ニ ッ シ ュ(Haenisch,K.:SPD),学 校 に

お け る宗 教 教 授 の強 制 及 び教 会 に よ る学 校 監 督 の 中止 を公 布 。

〈St6hr,W.BandlS.132>

プ ロイ セ ン邦 に お い て,ホ フマ ン,学 校 に お け る宗 教 の強 制 の廃 止 お よび 教 会 に

よ る学 校 監 督 の禁 止 を 公布 。 〈G且nter,G.S.21>

ミュ ンヘ ン(MUnchen)に お い て,AsLが 設 立 。 〈St6hr,W.BandlS176>

プ ロイ セ ン邦 政 府,プ ロ イ セ ン邦 文 部 省 の発 案 に基 づ き,ラ イ ヒ内 務 省 に対 して
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学 校 会 議 の招 集 を提 案 。<FOhr,C.S.45>

12月2日 ザ ク セ ン邦(Sachsen)に お い て,教 義 問 答 に よ る宗 教 教 授 を禁 止 。

<太 田和 敬18頁>

12月4日OBBが 結 成 。 〈B611ing,R.1978S.50>

12月6日 ザ クセ ン邦 に お い て,無 宗教 者 に対 す る宗 教教 授 の 強制 を禁 止 。

<太 田和 敬18頁>

12月7日DLV,「 ドイ ッ教 員 組 合 の教 育 要 求 の実 現 」(AusfUhrungenzuderSchulford-

emngdesDeutschenLehrervereins)を 発 表 。 〈B611ing,R.1978S.78>

12月9日 ～12日 ライ ヒ内務 省 に お い て,憲 法草 案 に 関 す る予 備 審議 が 開 催。

〈中 山征 一172頁>

12月10日 ハ ンブ ル ク教 員 臨 議 会,学 校 と教 会 の 分離 を 要求 。 〈K6nig,H.BandVS.222>

12月11日 ザ クセ ン邦 に お い て,国 民 学 校 を 宗 派 的 に 設 置 す る こ とを 禁 止 。

伏 田和 敬18頁>

12月16日 ホ フマ ン,学 校 にお け る宗 教 教 授 また は教 会 に よ る学 校 監 督 の 中 止 を 再 度 指 令 。

〈Messer,A.S143>

12月16日 ～19日 労 兵 協 議 会,第1回 ライ ヒ会 議 を 開 催。 〈St6hr,W.BandlS.107>

12月16日 ミュ ンヘ ンに お い て,社 会 主 義 的教 員組 合(sozialistischerLehrerverein)が 設

立 。 〈St6hr,W.BandlS.150>

12月17日DNVP,学 校政 策 に 関 す る要 求 を発 表 。 〈MUller,RSS41>

12月20日 プ ロイ セ ン邦 に お い て カ ト リッ ク司 教(Bischof),教 会 と学 校 との 分 離 は神 に対

す る冒漬 で あ る と声 明 を 発 表。 〈Hohendorf,G.1954S.788>

12月20日

12月28日

12月28日

12月28日

12月30日

ベ ル リンに お い て,VsLが 疫 立 。<K6nig,凪BandVS.219>

プ ロイ セ ン邦 文 部 大 臣,ヘ ー ニ ッ シ ュ,教 会 と学 校 との分 離 指 令 を 撤 回 。

<Hohendorf,Gl954S.788>

ベ ル リンに お い て,プ ロ イ セ ン中 間 学 校 教 員 組 合 会 議,中 間 学 校 の 卒 業 資 格 を中

間学 校 教 員 の要 件 とす る こ とを 要求 。 〈Heinemann,M.1977S.144-145>

プ ロイ セ ン邦 のDLV,新 た な学 校 制 度 の 創設 の 希望 を声 明。

<St6hr,W.BandlS.106>

KPDが 結 成 。

1919年1月4日 ラ イ ヒ内 務 省,1919年 内 に学 校 会 議 を 開 催 した い と の 旨を,各 邦 に回 章 で通 知 。

〈ReichsschulkonferenzS.11>

1月9日 プ ロイ セ ン邦 にお いて,中 間 学 校 教 員 お よ び学 校 長 試 験 の廃 止 を公 布 。

〈B611ing,R.1983S.104>

1月19日 第1回 国 民 議 会 選 挙 。 総 議 席 数423

(SPD163,Zentrum91,DDP75,DNVP44,USPD22,DVP19,そ の他9)

1月20日 第2次 ライ ヒ憲 法 草 案 公 表 。 〔初 め て教 育 に関 す る条 項 が盛 り込 ま れ る。〕

〈StOhr,W.BandlS.137>

2月6日 ヴ ァイ マ ー ル(Weimar)に お い て,国 民 議 会 を 開催 。
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2月10日 国 民 議 会,「 暫 定 的国 権 に関 す る法 律 」 を制 定 。

2月15日 プ ロイ セ ン邦 にお いて,ヘ ー ニ ッシ ュ,1918年11月27日 の公 布 を撤 回
。

<太 田 和 敬20頁>

2月16日DLV,「 全 ドイ ツ学 校 制 度 に お け る必 要 不 可欠 な統 一 性 の 憲 法 的 確 定

(Verfassungsm輩BigeSicherstellungdernotwendigenEinheitlichkeitin

Schule・undBildungswesendesDeutschenReiches)」 を,国 民 議 会 に請 願 。

〈Weber,RS.63・64>

2月28日 ザ ク セ ン邦 にお い て,教 会 に よ る学 校 監 督 を廃 止 。 〈G伽ther,CHS.528>

3月4日 ライ ヒ憲 法 草 案,国 民 議 会 第8委 員 会(憲 法 委 員 会)に 委 託 。

〈VerhandlungenBand326S.502>

3月13日 ドイ ツプ ロテ ス タ ン ト教 会委 員 会 ,国 民 学 校 に お け るキ リス ト教 的 性 格 の保 持 を

要 求 。 〈FUhr,CS.34>

3月25日 ヘ ー ニ ッシ ュ,プ ロイ セ ン邦 文 部 大 臣 に就 任 。 〈mhr ,C.S.32・33>

3月25日 プ ロ イ セ ン邦 政 府,学 校 に お け る宗 教 教 授 の 自 由 を公 布 。<Giese ,GS.239>

4月1日 プ ロ イセ ン邦 にお いて,ヘ ー ニ ッ シ ュ,1918年11月29日 の学 校 に お け る宗 教 教

授 の 強 制 中 止 に関 す る公 布 を撤 回 。 〈St6hr,W.BandlS.133>

4月9日 ゲ ッテ ィ ンゲ ン(G6ttingen)大 学 哲 学 部 に お いて,新 た な教 員 養 成 制 度 に関

す る会 議 が 開 催。 〈Kitte1,H.1965S.69>

4月9日DNVP,学 校 政 策 に 関 す る要求 に つ い て 最終 決 定。<M廿11er ,F.S.S.41>

4月12日 プ ロイ セ ン邦 議 会 に お い て,DNVPの 提 案 に よ り,教 員 養 成 改 革 に関 す る審 議 が

開始 。 〈Wittwer,W.W.S.176>

4月24日 ペ ル リ ンに お い て,社 会 民 主主 義 教員 会 議 が 開 催。<K6nig ,猛BandIVS140>

5月11日 ～12日 プ ロ イ セ ン高等 学 校 教 員 組 合,代 表 者 会 議 にお いて,教 員 の給 与 が 任 用 資

格 に基 づ くと い う共 通 見 解 を ま と め る。<太 田和 敬26頁>

5月11日 ～13日 ベ ル リ ンにお いて,第1回DBB代 表 者 会 議 が開 催
。

〈St6hr,W.BandlS.245-246>

5月13日 ドイ ッ プ ロテ ス タ ン ト教 員 組 合,国 民 学 校 の キ リス ト教 的 性 格 の保 持 を要 求 。

〈FUhr,C.S.34>

5月30日 ～31日 プ ロイ セ ン教 員 組 合,要 求項 目 を ま とめ る。 〈太 田 和 敬29頁>

6月 ラ イ ヒ内務 省 内部 に文 化 局 が設 置 。 初 代 局 長 に シュ ル ッが就 任。

〈St6hr,W.BandlS。137>

6月4日 第1回AsL中 央 委 員 会 会 議 が 開 催 。 〈St6hr,W .BandlS.182>

6月10Bド イ ッ ・ドイ ッ オ ー ス ト リア社 会 主 義 教 員 連 盟,「 学 校 と宗 教 の 分 離 ,世 俗 教 育 」

を 要 求 。 〈K6nig,H.Band4S235>

6月10日 ～12日DLV第27回 代 表 者 会 議 。〔学 校 制 度 の統 一 化,世 俗 化,民 主 化 の原 則 に基

づ く,10項 目の プ ロ グ ラ ムを 決 定 。〕

<Pretze1,CL.A。S.265・269>〈St6hr,W.BandlS105>

6月11日 ベ ル リ ンに お い て,プ ロ イ セ ン中 間 学 校 ・高 等 女 学 校 教 員 組 合 大 会 。 〔中 間 学 校 教

員 の 養 成 を 教 育 ア カ デ ミ ー で は な く,総 合 大 学 に お い て 行 う こ と を 要 求 。〕
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〈Kitte1,H.1957S.176-177>〈Heinemam,M1977S,146>

6月11日 ～13日KLVdDR代 表 者 会 議,「 教 員 の 職 業 的 養 成 を 特 別 な 教 育 大 学 か あ る い は現

存 の大 学 に お い て行 う こ と」 を決 議。 〈Kitte1,E1957S.176・177>

6月12日 テ ユ ー リ ンゲ ンの 社 会 主 義 教 員 組 合 会 議 が 開 催。 〔革 命 的 階 級 闘 争 と強 く結 び 付

い た社 会 主 義 的学 校 と教 師 の実 現 を 目標 と して設 定 。〕

〈K6nig,H.BandWS.220>

6月16日DLV代 表 者 会 議 に お い て,開 会 中 の 国 民議 会 に 対 して,学 校 制 度 に 関 す る全 ドイ

ツ統 一 法 の制 定 を請 願 。<Becker,CH.1919S.24>

6月18日 ラ イ ヒ憲 法 委 員 会 第2読 会 に お い て,師 範 学 校 教 員 で あ っ た ク ヴ ァル ク と カ ッ

ツ ェ ン シュ タ イ ン(Quarck,M.,Katzenstein,S:SPD),「 教 員 養 成 は,ラ イ ヒ全

体 で統 一 的 に規 定 さ れ な け れ ば な らな い」 こ とを盛 り込 む よ うに提 案。

同 じ く,ザ クセ ン邦 文部 大 臣 ザ イ フ ェル ト(Seyfe鵬R.凪:DDP),「 高 等 教 育

(dlehδhereBildung)に 一 般 に 適用 さ れ る原 則 に した が って」 とい う規 定 を 盛 り

込 む よ うに提 案 。両 提 案 は圧 倒 的 多 数 で 可 決 。 〔の ち の ライ ヒ憲法 第143条 第2項

の明 文 化 。〕 〈VerhandlungenBand336S.522>

6月20日 ～21日 ベ ル リ ンの 中央 教 育 研 究 所(ZentralinstitutfUrErziehungundUnter-

richt)に お い て,総 合 大 学 で の教 員 養 成 に 関 す る協 議 。<Kitte1,H.1965S.68>

6月28日 ラ イ ヒ政 府,ヴ ェ ル サ イ ユ条 約(VersaillerVertrag)に 調 印。

7月12日 プ ロ イ セ ン邦 の教 育 行 政 機 関,教 員 養 成 機 関 と して,2年 間 の教 育 ア カ デ ミー を

主 張 。 〈Gemot,P.S40>

7月18日 ラ イ ン レ ンダ ー(Rhelnlander,A.:Zentmm),国 民 議 会 に お い て,「(憲 法 の教 員

養 成 規 定 に)こ れ か らの教 員 養 成 が適 切 な宗 教 教 育 を通 じて 行 わ れ る こ と が加 え

られ て い た な らば,よ り実 りの あ る もの とな った だ ろ う。 我 々 は邦 で の法 律 に こ

の 方 針 が求 め られ る こ と を期 待 して い る。」 と発 言 。

〈VerhandlungenBand328S.1707>

7月19日 フ ラ ンク フ ル ト(FrankfurtanderOder)に お いてAsL会 議 が 開 催 。 〔AsLの 統

一 につ いて ベ ル リ ン代 表 が 言 及
。〕 〈St6hr,W.BandlS.176>

7月22日 ザ ク セ ン邦 に お い て,「 教 育 制 度 に 関 す る暫 定 法 ①bergangsgesetzfUrdas

Bildungswesen)と して の 国民 学 校 に お け る宗教 教 授 の禁 止 を規 定 。

〈Krause-Vilmar,D.S89>〈K6nlg,H.BandIVS.173>

7月30日 ～31日 ペ ル リ ンに お い て,プ ロ イ セ ン青 年 教 員 連 盟 が結 成 。

〈B611ing,R.1978S.46>

7月31日 国 民 議 会,262対75で ドイ ツ共 和 国 憲 法 草 案 を採 択 。

8月10日 ドイ ツ師 範 学 校 教 員 組 合,「 エ ル フル ト決議 に 基 づ く教 員 養 成 に 関 す る原 則 」を発

表 。<Weber,R.S.354>

8月14日 ドイ ツ共 和 国 憲 法 が 公 布 。

8月22日 ～23日 シ ュ トユ ッ ツ ガ ル ト(Stuttgart)に お い て,バ イ エ ル ン(Bayem),ヘ ッ

セ ン(Hessen),ヴ ュル テ ンベ ル ク(W雌rttemberg)の3つ の邦 の教 育 行 政 関 係

者 に よ る協 議 にお いて,教 員 養 成 の た め の 「教 育 専 門 学 校 」お よ び,ラ イ ヒ内務 省
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文化局 に 「ライ ヒ学務局」 の設置 を要求。 〈Gernot,P.S.40>〈F苞hr,CS.40>

8月24日 第2回AsL中 央委員会会議が開催。 〈St6hr,W.BandlS.183>

9月8日 ～10日 コブルク(Coburg)に おいて,南 ドイッ諸邦 の文部大 臣参加 によ る,大 学

会議が開催。〔ライ ヒ内務大 臣の主張 を支 持 し,ラ イ ヒ大統領 工一ベル トに抗議。〕

〈Fahr,C.S.40>

9月19日 プロイセン邦文部省,「国民学校 および中間学校教員 の,総 合大学 における教育許

可 に関す る規 定」を公布。<Bar,A.S.55>

9月22日 ライ ヒ内務省,全 国学校会議 のた めの予備会談 を行 いたいとの旨を回章 で通知。

〈ReichsschulkonferellzS.13>

10月

10月

10月16日 ～18日

10月19日

10月20日 ～22日

11月12日

11月27日 ～12月

11月30日 ～12月

12月2日

12月5日

12月5日

12月12日

12月13日 ～15日

プロイセ ン邦 議会にお いて中央党,師 範学校 に代わ る高等教育施設 における宗派

性 の保 護を求 め る提案。〈Wittwer,W.W.S176>

DVP,党 綱領 を決定。〔教育関係:「DVPは 国家的統 一学校を求め る。共通 の基礎

学 校は ライ ヒレベルで組織 化 され,多 様 な形態で ドイ ッの学校制度のなか に位置

づ けられ るべ きであ る。 それぞれの学校 は密接 に結 びつき,性 別や財産 の違 いに

関わ りな く能 力によ ってのみ進学 の可能性が提供 され るべ きで ある。 また,そ こ

・において は完全な多様性が保障され,さ らに ドイ ッ精神の函養が図 られ るべ きで

あ る。」〕 〈B611illg,R.1978S.106>

ベル リンの中央教育 研究 所において,総 合大学 での教 員養成 に関 して再 び

協 議 〈Kitte1,H.1965S.68>

ライプ ツ ィ ヒ(Leipzig)で のDVP党 大 会 にお いて,学 校 政 策 の原則 を決 定。

〈MOller,F.SS.41>

ベル リンの ライ ヒ内務省 において,全 国学校会議 のための諸邦文部 大臣会

議 が開儀 ライ ヒ学校委員会の設置を決定。全 国学校会議 を1920年4月7日 ～17

日に行 うことを決定。 〈F甑r,cS.73>

シュプ ランガー(Spranger,E.),r教 員 養成 に関す る諸 考察』(GedankenUber

Lehrerbildupg)を 著す。〈Kitte1,H.1965S.65>

3日 第1回 ライ ヒ学校委員会 を開催。〈Gemotp.S.39>

6日 ライプツ ィヒにおいて,SPD臨 時党大会,学 校政策 の要 求をま とめ

る。<MUIler,F.SS.41>

プロイセ ン邦 にお いて,国 民学 校教 員給与法 を制定 。<K6nig,H.BandIVS」65>

プロイセ ン邦議会 にお いて,DNVP,特 別 の教育大学 を要求。<Weber,R.S.302>

プロイセ ン邦議会 にお いて,SPD,教 員 の職業的養成 を教育大学 あるいは改組 さ

れ た哲学部 において行 うことを要求。〈Weber,R.S.305>

プロイセ ン邦議会,教 員養成 に関す る4項 目を決 議。〔師範学校予備学 校の廃 止,

高等教育機関で の国民学校教員の一般的教育,ド イツ人 と しての決定 的基礎 とし

て の補完的 タイプの高等学校 の新設,教 育大学 あるいは既存 の大学 における国民

学校教員 の職業的教育〕〈GernoちP.S.237>

ライプツィ ヒでのDDP党 大会 において,バ ウマー(Baumer,G.:DDP),

総合大学 に教育学部 の設置 を要求。〈B611ing,R1978S.107>
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1920年

12月14日DLV特 別委 員 会,す べ て の教 員 の養 成 を総 合 大 学 で 行 うこ と を盛 り込 ん だ,教 員

養 成 法 を ライ ヒ と して 制 定 す る こ とを 提 案 。 〈Weber,R.S.64>

1月1日ADLZに お い て,ヴ ォ ル フ(Wolff,G:DDP),国 民学 校 教員 が 利 益 目当 て に教 員

養 成 改 革 を要 求 す るの で は な い と主張 。 〈B611ing,R.1978s.171>

1月4日 ～7日 ハ レ(Halle)に お.いて,第1回 ドイ ッ大 学 会 議 を 開 催 。 〔国 民 学 校 教 員 の .

養 成 を総 合大 学 で 行 う こ とに対 す る反対 を 表 明。〕 〈Kittel,H.1965S.68>

1月22日 プ ロイ セ ン邦 文 部 省 に お い て,プ ロイ セ ン中 間学 校 ・高 等女 学 校 教 員 組 合代 表 者

会 議 が 開 催o<Heinemann,M.1977S.147-148>

1月29日 プ ロイ セ ン中 間学 校教 員 組 合,同 邦 議 会 に対 して,中 間 学 校 教 員 の給 与 を,国 民

学 校 教 員 と高 等 学 校教 員 の 中 間 に す べ き こ とを 請願 。 〈Heinemann,M.1977S.

147>

2月24日 ～25日 第2回 ライ ヒ学 校委 員 会 を 開 催。 〔審 議 は,お お む ね 国 家事 務 次 官 シ ュル

ッ(Schulz,}L:SPD)が 主 宰 。〕 〈FUhr,CS.43>

2月28日 ブ ラ ウ ン シ ュ ヴ ァイ ク 邦 に お い て,「 国 民 学 校 教 員 の 教 職 試 験 に 関 す る 規 定

(BestimmungenOberdieSchulamtsprOfungderLehrerundLehrerinnenan

Volksschulen)」 が公 布 。 〈Sandfucks,U.S.150>

3月2日 プ ロ イ セ ン中 間 学 校 ・高 等 女 学 校 教 員 組 合,拡 大 委 員 会 に お い て,中 間 学 校 教 員

の給 与 を,高 等 学 校 教 員 と国 民 学 校 教 員 の 中間 に統 一 的 に規 定 す る法 的措 置 を取

る よ う要 求 。 〈B611ing,R.1983S.147-148>

3月12日 ゲ ッ テ ィ ンゲ ン大 学 哲 学 部 の 提 案 と して,同 大 学 教 授 ブ ラ ンデ ィ(Brandi,K.),

ヘ ル マ ン(Hemlann ,E)お よ び ノ ー ル(Noh1,H),「 総 合 大 学 に よ る 国民 学 校 教

員 の 教育 に 関 す る総 合 的 所 見(Zusammen・fassendes(Universit蔭ts・)Gutac-

htenUberdasVolkssc虹ullehrerstudium」 を報 告 。 〈Kitte1,}L1957S.304・311>

3月13日 ベ ル リ ンに お い て,カ ッ プー 揆(DerKapp・Putsch)が 勃 発 。

3月13日 ペ ル リ ン大 学 哲 学 龍 「教 員 養 成 問 題 に 関 す る大 学声 明 」 を発 表 。 〔総 合大 学 に お

け る教 員 養 成 実 施 の支 持 を表 明。〕 〈Weber,R.S.77>

3月30日 邦 税 法 が制 定 。 〔邦 が 従 来 の 施 策 を 実 施 す る上 で,財 政的 な援 助 が必 要 とな った場

合,新 た な ラ イ ヒ法 が 制 定 され る こ と に よ って,支 出超 過 分 を ライ ヒが 供給 す る

義 務 を負 う こ とを規 定 。〕 〈Weber,RS.204>

4月19 .日 国 民 議 会 第3読 会 に お い て,DNVPを 除 く賛 成 で,基 礎 学 校 法 を可 決 。

<F"hr,cS.44>

4月28日 国 民 議 会 に お い て,「 基 礎 学 校 及 び予 備 学 校 の廃 止 に関 す る法 律(Gesetz,betre・

ffellddieGrundschulenundAufhebungderVorschulen)」 を制 定 。

〈Nave,K.H.S.73>

4月30日 国 民 議 会 に お い て,ラ イ ヒ給 与 法 を制 定 。<Bδ11ing,R.1978S29>

5月4臼 ラ イ ヒ内 務 省,カ ップ ー揆 の た め 開 催 が 困難 とな った 全 国 学 校 会 議 を,6月11日

～19日 に延 期 す る こ と を回 章 で各 邦 に通 知 。 〈ReichsschulkonferenzS .16>

5月13日 ～14日 ハ レにお いて,DLV第28回 代 表 者 会 議 が開 催 。<Pretze1,CLA.S.269>

<St6hr,W.BandlS.248>
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5月26日 ～28日DBB臨 時 代 表 者 会議 が 開催 。 〈Stδhr,W.BandlS.246>

6月6日 ライ ヒ議 会 選 挙 。 総 議 席 数459(SPD102,USPD84,DNVP71,DVP65,Zentrum

64,DDP39,KPD4,そ の他30)

6月8日 プ ロ イ セ ン中 間学 校 ・高 等 女 学 校 教 員 組 合,拡 大 委 員 会 にお いて,中 間 学 校 教 員

の給 与 規 定 の改 善 を要 求 。<Heinemann,M1977S.148>

6月11日 ～19日 全 国 学 校 会 議 開 催 。 第9分 科 会 にお い て教 員 養 成 問 題 を論 議 。

〈ReichsschulkonferenzS.19・72>

7月31日 ザ クセ ン邦 ブ レス ラ ウ(Breslau)総 合 大 学 哲 学 鼠 教 員 養 成 を総 合 大 学 が 引 き受

け るべ き こ と を主 張 。 〈Weber,R.S.354>

8月7日 テ ユ ー リ ンゲ ン(ThOringen)のAsL総 会 が 開 催 。<St6hr,W.BandlS.285>

8月20日 プ ロイ セ ン,バ イ エ ル ン,ザ ク セ ン,ヴ ュル テ ンベ ル ク,ヘ ッセ ン,テ ユー リ ンゲ

ン の 各 邦 の 大 蔵 省 代 表 者 が,教 員 養 成 改 革 に 関 す る財 政 的 問 題 に っ い て 協 議 。

〈GemoちP.S.43>

9月5日 プ ロイ セ ン邦 大 蔵 大 臣,ラ イ ヒ内 務大 臣 に対 し,ラ イ ヒ教 員 養 成 法 の提 案 を 中止

す る よ う要 求 。 〈Weber,R.S.197>

9月30日 プ ロ イ セ ン邦 文 部 大 臣,ラ イ ヒ内 務 大 臣 に対 し,教 員 養 成 改 革 に 関 わ る経 費 問 題

に つ いて 請 願 。 〈Weber,R.S.198>

10月2日 ～4日 ゴ ー タ(Gotha)に お い て,ド イ ッ ・ ドイ ツ オ ー ス トリア社 会 主 義 教 員 同

盟 代 表 者 会 議 が開 催 。 〈K6ni9,}LBandVS・246>

10月4日 ゴ ー タ にお い て,FLGDが 結 成 。<Krause・Vilmar,D.S.113>

10月10日 プ ロ イ セ ン中 間学 校 ・高 等 女学 校 教 員 組 合,ド イ ツ 中 間学 校 組 合 と改称 。

<B611ing,R.1983S.93>

10月10日 ～16日 カ ッセ ル(Kasse1)に お いて,SPD党 大 会 が 開 催 。

<St6hr,W.BandlS.185>

10月11日 ドイ ツ 中間 教 員 組 合,中 間 学校 教 員 の給 与 改 善 を要 求 。

〈Heinemann,M.1977S.148>

10月11日 ラ イ ヒ国 務 大 臣,第 一 次 教 員養 成 法 案 に対 す る態 度 を要 請 さ れ る。

〈Weber,R.S.198>

10月23日 プ ロ イ セ ン邦 大 蔵 大 臣,教 員 養 成 改 革 に関 わ る経 費 問 題 を懸 念 す る と表 明 。

〈Gemo転P.S.44>

10月25日 ～27日DBB,正 式 官 吏 会 議(ordentlicheBeamteptag)が 開 催 。

〈St6hr,W.BandlS.246>

10月27日 ～30日 第3回 ラ イ ヒ学 校 委 員 会 に お い て,教 員 養 成 の 形 態 に つ い て 論 議 。

〈Weber,RS.175>

11月4日 プ ロ イ セ ン邦 首 相 ブ ラウ ン(Braun),同 邦 文 部 大 臣 に対 し,教 員 養 成 の経 費 に 関

す る ライ ヒの態 度 を見 極 め る こ とが先 決 と主 張 。 〈Weber,R.S.198>

11月26日 ライ ヒ議 会 に お い て,DLVの メ ンバ ーで あ っ た,ヴ ァイ ス(WeiB,: ,DDP)と ヘ

ル マ ン(Hellmann,:SPD),間 もな く教 員 養 成 法 が提 案 さ れ る の か ど うか を ライ

ヒ政 府 に質 問。 〈GemoちP.S.45>
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12月4日 ～7日KPDとUSPD左 派 との統一KPD大 会が開催も

〈K6n量g,H.BandVS228>

12月6日'SPD,プ ロイセン邦議会で,教 員養成 の基礎 として の高等学校 におけ る 「各宗 派

に共通 な基礎」(simultaneGrundlage)を 明文化 すべ きことを提案。

〈Wittwer,W.W.S177>

12月8日 プpイ セ ン邦大蔵大 臣,ラ イ ヒ内務大臣 に対 して,教 員養成 改革 に関わ る財 政的

問題 にっ いて請願。<F廿hr,C.S.223>

12月12日 テユー リンゲ ン邦 ゴータにおいて,社 会主義父母協議会が開催。

〈St6hr,W.BandlS227>

12月17日 プロイセ ン邦 にお いて,国 民学校教員給 与法が制定。〔1921年3月18日 か ら同法

を実施。〕 〈Heinemann,M1977S.74>

1921年1月3日 プロイセ ン邦 の中央教育研究所特別委員会,国 民学校 および中間学校教員 の養成

にあた って の原則 を確定。 〈Kitte1,H.1965S67-74>

1月6日 プロイセン邦 にお いて,文 部大 臣ヘーニ ッシュ,閣 僚全員 にライ ヒレペルの教員

養成法 案の提出を要求す る書簡を送付。〈GemoちP.S.240>

1月9日 ポッダム(Potsdam)に おいて,DVP党 大会が開催。〔「古 きプロイセ ン精神 の復

活」を主張。〕<St6hr,W.BandlS.327>

1月13日 プロイセン邦議会 にお いて,DNVP,国 民学校教員の宗派別養成を要求。

〈Weber,R.S.303>

1月14日 プロイセン邦議会 にお いて,SPD,「 各宗派 に同等 の基礎」(paritatischeGrund-

1age)を 明文化 す ることを再び提案。 〈Wittwer,W.W.S.177>

1月19日 ケーニ ヒスペ ルク(K6nigsberg)に おいて,・プ ロイセ ン邦 文部大 臣,教 員養成法

案の大枠につ いて教員 と協議。〈Weber,R.S.226>

1月25日SPD,「 速やか に,少 な くともライ ヒ議会会期中 に」教員養成法案 を提 出す ること

を ライ ヒ政府 に要求。〈Gemot,P.S45>

1月28日 プロイセン州政府,文 部大 臣ヘーニ ッシ ュ欠席 の もとで,教 員養成法 につ いては,

ライ ヒ政府に よってまず財政的問題が解決 され るべ きことを決議。

〈Gemot,P.S.241>

1月28日 ライ ヒ国務省(Staatsministerium),教 員養成法 に関わ る財政問題 が解決 される

まで,教 員養成法案の提出 を延期すべ ぎことを決議。<Weber,R.S.176>

1月29日 ザ クセ ン地区(ProvinzSachsen)に おいて,プ ロイセ ン邦文部大 臣,教 員養成法

案の大枠につ いて教員 と協議。<Weber,R.S.226>

1月30日 ライ ヒ内務省,ラ イ ヒ憲法第146条 〔統一学校制度 の規定〕 の実施 に関す る法案

を提出。 〈Wolfgan9,W.W.S・109>

2月4日 プ ロイセ ン邦 首相,ラ イ ヒ首相 に対 して,教 員養成改革に関す る財政的問題 にっ

いて書 簡を送 付。〈Fnhr,cS.224>

2月24日 ライ ヒ参議院 において,教 員養成に関す る邦 の財政的超過負担につ いての法的保

障およ びライ ヒに よる具体的方策 を求め る決議。<FUhr,CS.232>

2月25日 ライ ヒ内務省,基 礎学校法 の実施 に関す る方針 を提示。〈FUhr,C.S.280>
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法 的 保 障 お よ び ラ イ ヒに よ る具 体 的 方 策 を求 め る決 議 。 〈FOhr,CS.232>

2月28日 ラ イ ヒ政 府,基 礎 学 校 法 実 施 に関 す る経 費 の3分 の2を 負 担 す る こ とを決 定 。

〈FUhr,C.S.228>

3月15日 ラ イ ヒ国 家 事 務 次 官 シ ュル ツ,教 員 養 成 法 案 の提 出 を希 望 す る と ライ ヒ大 蔵 大 臣

に表 明 。 〈GernoちP.S.47>

3月24日 ～25日 ドレ ス デ ン(Dresden)に お いて,第1回 社 会 民 主 主 義 文 化 会 議(Erste

sozialdemokratischeKurturtag)が 開催 。 〈St6hr,W.BandlS.187>

4月13日 ラ イ ヒ議 会 に お いて,ラ イ ヒ内 務 大 臣 コ ッホ(K㏄h・Weser,E.:DDP),ラ イ ヒ大

蔵 大 臣 ヴ ィル ト(Wirth,」.:Zentmm)に,邦 税 法52条 に従 って,教 員 養 成 改 革

に 伴 う経 費 を ライ ヒが 負担 す べ き と演 説。<BδIHng,R.1978S.172>

4月17日 プ ロイ セ ン労 働 組 合,プ ロ イ セ ン青 年 教 員 連 盟 の他3っ の組 合 に対 して,教 員 組

合 の統 一 の 呼 び か け。 〈B611ing,R.1978S.47>

5月2日 ラ イ ヒ首相 を 議 長 とす る専 門 委員 会,新 た な 教 員 養 成 制 度 の 準 備 の延 期 を決 定 。

〈F廿hr,cS.231>

5月16日 ～18日 シュ トユ ッ ツガ ル トに お い て,DLV第29回 代 表 者 会 議 が 開催 。 〔組 織 の

集 中化(Zentralisierung)論 とDBBへ の統 合 論 との論 争 。〕

〈Heineman11,M.1977S.179>

5月28日 ライ ヒ学 校 委 員 会,「 ラ イ ヒにお け る学 年 の統 一 的 開 始 の実 施 に関 す る協 定 」を 締

結 。 〈F荘hr,C.S.278>

6月7日 ～9日 ラ イ ヒ学 校 委 員 会 が開 催 。 〈Weber,R.S.170>

7月4日 諸 邦 大 蔵 大 臣,ラ イ ヒ憲 法 規 定 の 〔教 育 関 係 条 項 の〕 実 施 を要 求。

〈Weber,R.S.177・178>

7月5日 プ ロ イ セ ン邦 議 会SPD議 員,プ ロ イセ ン邦政 府 に対 して,教 員 養 成 法 の準 備 を急

ぐよ う ライ ヒ政 府 に請 願 す る こと を要 求 。 〈Wittwer,W.W.S.108>

7月17日SPD綱 領 委 員 会,第1次 綱 領 案 を提 出。 〔1921年 ゲ ル リッ ツ(G6rliz)綱 領 案 〕

〈Wolfgang,W.W.S.52>

8月2日 ハ ノ ー フ ァー(Hamover)に お い て,ド イ ツ国 民 教 員 組 合 と ドイ ツ国 民 女 教 員組

合 が 統 一 。<B611ing,R.1978S.47>

8月22日 ～26日 イ エ ナ(Jena)に お い て,KPD党 大 会 が 開 催。〈K6nig,KBandVS.259>

9月1日 ハ ンブ ル ク大 学 にお いて,大 学 委 員 会 議 長 の起 草 に よ る 「す べ て の教 員 の総 合 大

学 で の 養 成 」 の 計 画 を 全 会 一 致 で 採 択 。 〈GemoちP.S.118419>

9月8日 ～9日 ドイ ッ プ ロ テ ス タ ン ト教 会 委 員 会,「 学 校 に対 す る プ ロ テ ス タ ン ト教 会 の態

度 に関 す る諸 原 則 」 を 公 表 。 〈Wolfgang,W.W.S106>

9月12日 ラ イ ヒ内 閣,教 員 養 成 制 度 改 革 に伴 う経 費 を ラ イ ヒが 負 担 しな い こ とを決 定

〈Heinema皿,M.1976S.272>

9月18日 ～24日 ゲル リ ッツ にお いて,SPD覚 大 会 が 開 催 。 〈St6hr,W.BandlS.189>

9月19日 ラ イ ヒ内 務 大 臣 グ ラ ドナ ウ ア ー(Gradnauer,G:SPD),各 邦 の大 蔵 大 臣 に 対 し

て,「 教 員 養 成 の新 た な規 定 は,ド イ ツ の教 育 改 革 の核 心 を形 作 った。」 と,書 簡 を

送 付 。<Sandfucks,US.80>
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10月2月 ～3日 デ ュッセル ドル フ(Dnssddorf)に おいて,AfA-Bundが 設立。

<St6hr,W.BandlS.331>

10月7日 ブ ラウンシュバイ クにおいて,第1回 ドイッ共産主義教員 ライ ヒ会議(Reichsk・

onferenzderkommunistischenLehrerDeutschland)が 開催。

〈K6nig,H,BandVS260>

10月8日 ～9日 ブ ラウンシュヴァイクのFLGD大 会が開催。 〈B611ing,R.1978s44>

10月10日 プ ロイセ ン中間学校教 員組合 が ドイ ッ中間学校教員組合 に改組。

〈Heinemann,M.1977S.135>

10月20日 ライ ヒ内務省,各 邦 の教育行政機関 に対 して,教 員養成法案 を送付。

〈Sandfucks,U.S.81>

10月24日 プ ロイセ ン邦 において,国 民学校教員養成の ための 「教育 イ ンステ ィテ ゥー ト」

の実験的設立 を提案。 〈Weber,R.S.243>

10月26日SPD,DDP,Zentrumの ライ ヒ議会議員,教 員養成法案 に関する財政 的問題 の審

議 の進捗 にっ いて質問。 〈GemoちP.S.47>

10月27日 プロイセ ン邦大蔵大臣,プ ロイセ ン邦文部大 臣に対 して,ラ イ ヒレベルの教員養

成法案 の提出 を長 くは待 てないと表明。<Weber,R&200>

10月31日 プロイセ ン邦文部大臣 ベ ッカー(Becker,C,H),同 邦議会本委員 会において,教

員養成改革 の墓本原則 につ いて報告。 〈Gemot,P.S.244>

11月12日 ～14日DDP党 大会 において,ヴ ォルフが,す べて の教員が大学相 当の養成 を受 け

ること,そ して可能な らば,現 存す る大学 と連携 して これ を行 うことを提案。

<B611ing,RL1978S.107>

11月15白 テ ユー リンゲ ン邦 イエナ総 合大学 哲学 舐 教 員養成 のための2年 間の総合大 学で

の研 究にっいて支持 を表明。<GemoちP.S.75>

12月5日 テ ユー リンゲ ン邦 教員同盟,教 員養成のための2年 間の総 合大学 にお ける研 究 に

っいて支持 を表明。 〈Gem砿P.S.75>

1922年1月23日 ブ ラウンシュヴァイ ク邦 において,高 等学校 の教育費無償 を規定。

〈Stδhr,W.BandlS.377>

1月23日 ～24日 ライ ヒ議 会に教 員養成法案が提案。 〈B6ning,R.1978s.148>'

2月10日 プ ロイセ ン邦 国務 省,国 民学校教員の職業的養成を,総 合大学 ではな く,2年 制 の

単科大 学において行 うことを決定 。<Weber,RS180>

2月11日 プロイセ ン邦文部 省,国 民学校教員給 与の上昇分20億 マル クをライ ヒが負担 す

る ことを要求。 〈GemoちP.S.51>

2月11日 プ ロイセ ン邦 文部大 臣べ一 リッツ(Boelitz,0.:DVP),ラ イ ヒ内務省 によ る教 員

養成 法案の提出について拒否の態度を表明。〈GemoちP.S.272>

2月18日 ヴァイマールにおいて,諸 邦代表者 とライ ヒ内務省,教 員養 成法案 にっいて協議。

〈Sandfucks,U.S.81>

2月24日 テ ユー リンゲ ン邦議 会において,統 一学 校法 を制定。

〈Heinemann,M.1976S.293>

3月1日 ライ ヒ内務大 臣ケス ター(K6ster,A.:SPD),ラ イヒ首 相 に教員養成 に関す る代
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表 者 会 議 とそ れ に 関連 す る内 閣 の 審議 を提 案 。 〈Gemot,P.S.54>

3月7日 ベ ル リンのDLV,教 員 養 成 改 革 の延 期 につ いて,DDP,SPD,USPD,DVPの 各

党 に対 して示 威 行 動 。 〈Heinemann,M.1976S.272>

3月9日 プ ロイ セ ン邦 議 会 に お い て,KPD,基 本 的 に 改 革 され た 学 校 制 度 の も とで の,高

等 学 校 及 び大 学 に お け る,統 一 的 な教 員 養 成 の実 施 を要 求 。<Weber,R.S.304>

3月11日 ライ ヒ議 会 本 委 員 会,教 員 養成 法 案 を早 急 に ライ ヒ議 会 に提 出 す る こ とを 求 め る

決 議 を採 択 。<Heinemann,M。1976S.294>

3月18日 ブ ラ ウ ン シ ュ ヴ ァイ ク邦 に お い て,文 部 大 臣 グ ロ ー テ ボ ー ル(Grotewohl,(》:

USPD後 にSPD)に よ る 「宗 派 的 影 響 の回 避 に関 す る学 校 令(Schu!erlaBzur

Vermeidungreligi6serBeeinnuB)」 が 発効 。<St6hr,W.BandlS.379>

4月5日 ラ イ ヒ議 会 に お い て,宗 派 学 校 を他 の学 校 と基 本 的 に 同等 の 地位 を有 す る とす る

こ とを 可 決 。 〈Bδ11ing,R.1978S.148>

4月15日 ～17日 ハ ン ブ ル ク に お い て,AsL教 員 会 議(第2回 社 会 民 主 主 義 文 化 会 議)

〔SPD党 内 に お け る活 動 につ い て協 議 。〕 〈Wolfgang,W.W.S.35>〈St6kr,W.

BandlS.189-190>

4月27日 ～29日 第5回 ラ ィ ヒ学 校 委 員 会 を開 催 。教 員 養 成 に関 す る憲 法 規 定 の実 施 を ラィ

ヒ政 府 に要 求 。 〈Sandfucks,U.S.79>

5月16日

6月14日

7月8日

7月19日

7月21日

9月17日 ～23日

10月23日

11月22日 ～25日

12月2日

12月8日

12月10日

12月14日

12月16日

ラ イ ヒ学 校 委 員 会,「 学 校 休 暇 期 間 に関 す る協 定 」 を締 結 。 〈Fαhr,C.S.278>

ラ イ ヒ青 少 年 福 祉 法 が制 定 。 〈Heinemann,M.1976S.131>

テ ユ ー リ ンゲ ン邦 議 会 に お い て,総 合 大 学 とそ れ に 接 続 し た教 育 イ ン ス テ ィ

テ ユ ー トで り統 一 的教 員 養成 に っ い て可 決 。<GernoちP.S.79>

バ イ エ ル ンを 除 く諸 邦 文 部 大 臣,「 共 和 国 保 護 の た め の 諸 学 校 の協 調 に関 す る方

針 」(sog.RichthnienfOrdieMitwirkungderSchulenundHochschulenzum

SchutzederRepublik)を 採 択。 〈K6nig,H.BandVS.267>

共 和 国 保 護 法 が制 定 。 〈B611ing,R.1978S123>

ア ウ グス ブ ル ク(Augsburg)に お い て,SPD党 大 会 が 開 催 。

<St6hr,W.BandユS.229>

ラ イ ヒ議 会 に お いて,DDP議 員 が,ラ イ ヒ政 府 は教 員 養 成 制 度 改 革 法 を提 出 す る

意 思 が あ るの か と質 問 。 〈Gem砿P.S.55>

ベ ル リ ンに お い て,革 命 協 議 会 ライ ヒ会 議 が 開催 。

〈Stδhr,W.BandlS.356>

ラ イ ヒ大 蔵 省 にお いて,ラ イ ヒ内 務 大 臣 と教 員 団 体 が 協 議 。

〈B611ing,R.1978S.175>

ラ イ ヒ内務 省,ラ イ ヒ議 会 を通 過 した教 員 養 成 法 案 を ライ ヒ内閣 に提 出。

<Fnhr,cS.165>

ラ イ ヒ内 務 大 臣,各 邦 の教 育 行 政 機 関 に教 員 養 成 に関 す る協 議 を提 案 。

〈GernoちP.S.59>

ラ イ ヒ内閣,教 員養 成 法 案 を審 議 の対 象 か ら外 す こ とを決 定 。 〈Weber,R.S182>

ヴ ァイ マ ー ル にお い て,ラ イ ヒ内 務 省,諸 邦 の代 表 者 と協 議 。
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<Sandfucks,U.S.85>

12月16日 メ クレンベル ク=シ ュベー リン邦 学校委 員会,同 邦議会 に対 して塾 教員養成改革

の前提 としての新 たな教員給与 と国民学校教員 のための3年 間の総合大学 での研

究 を要求。<GemoちP.S.219-220>

12月19日 ライ ヒ学校委員会,「 上構学校 に関す る協定」 を締結 。<FOhr,CS.287>

12月19日 ライ ヒ学校委員会,「 中等学校 の卒業証 明の相互認定 に関す る協 定」を締結。

〈F"hr」CS負289>

12月22日DLV,ラ イ ヒ首相 に対 して,教 員養成法案 の審議 を請願。

〈B◎11ing,R.1978S.272>

1923年1月12日 ライ ヒ内閣,教 員養成法案 の審議 を断念。 〈Sandfucks,US.85>

1月20日 ライ ヒ内閣,各 邦へ の回章 のなかで,「財政上 の理 由か ら,憲 法第143条 第2項 の

実施 を当分見送 らなければな らない」 と通知。 〈Kitte1,K1957S41>

1月22日 テユー リンゲ ン邦文部省,教 員養成 に関す る規定 を公布。〔国民学校 教員の養成を

総合大学 にお いて実施。〕 〈GemoちP.S.79>

1月26日 ライ ヒ内務大 臣,ラ イ ヒ官房 国家事務次官 に対 して,教 員養成 法案 を提出。

〈F芭hr,C.S.168>

1月29日DLV,教 員養成法案 の提出 に関す る請願書 をライ ヒ議会 に送付。

<B611ing,R1978S」76・177>

2月3日 ライ ヒ内務省 において,ラ イ ヒ内務省,教 員組織 の代表者 と協議。

<Sandfucks,U.S.88>

2月14日 ライヒ内務省 にお いて,ラ イ ヒ内務省,諸 邦の代表者 たちと再 び協議。

〈GemoちP.S.60>

2月14日 メクレ ンベル ク=シ ュベー リン邦学校委員会,同 邦議 会に対 して,教 員養成改革

の前提 と して の新 たな教員給 与 と国民学校教員のた めの3年 間 の総合大学 での研

究 を再度要求。〈GemoちP.S.219・220>

3月23日 ライヒ議会,1月 のライ ヒ内閣決定の再検討 を要求。〈恥hr,C.S78>

3月27日ADB,ADGB及 びAfa-Bundと の共 同に関す る協定 を決議。

<B6藍1ing,R.1978S.51>

4月4日 ザ クセ ン邦議会 にお いて,ド レスデ ン工科大学 のイ ンステ ィテユー トもしくは,

ライプツィ ヒ総合大学 のイ ンステ ィテ ユー トにおいて国民学校教員 の養成 を行 う

ことを可決。〈Gemot,P.S.409>

4月4日 ～5日 新 プロイセ ン教員組合代表者会議が開催。 〔GDVがADBか ら分離 し,給

与 に関 す る同教員組合 の要求 を認 めな い場合,GDVと の関係 を解 消す る ことを

決議。〕〈B611ing,R.1978S48>

4月14日 ライヒ学校委員会,「 学校 にお ける労作教授 の実施 に関す る協定」 を締結。

〈F{ihr,C.S.278>

4月15日 プ ロ イセ ン邦 にお い て,「 プ ロ イセ ン邦 にお け る教 員 養成 に関 す る新規 定」

(DenkschriftUberdieNeuordnungderLehrerbildunginPreuBen)を 布告。

〈Weber,R.S.247>
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5月5日 プ ロイセ ン邦議 会において,SPD,新 たに総合 大学にお ける教員養成 を主張。

〈Weber,R.S305>

5月11日DLV,機 関紙ADLVに お いて,学 術的教員養成 とそれに見合 う給与上昇 の要求

実現 が困難で あることを表明。〈Bδ11ing,R1978s.179>

5月12日KPDを 除 くすべての政党,1月 のライ ヒ内閣決定 の再検討 と教員養成 法案 の提出

を3月23日 に引続 き要求。 〈F廿hrC&78>

5月15日 メク レンベルク騨シュベー リン邦議会,同 邦学校委員会 の要求 に沿 った教 員養成

改革 を決議。〔1925年4月1日 か ら,ロ ス トック(Rostock)総 合大学 において教

員養成 を行 うことを決定。〕 〈Gemot,P.S.220>

8月1日 プロイセ ン文部大臣,フ ル ダ(Fulda)で の司教会議 において,「 カ トリック学校

に採用 され る教員 は,従 来の カ トリックの師範学校 にお けるそれと同 じよ うに,

カ トリックに基づ いた教員養成を受 け,そ の知識 を有 す るもの とす ること」 を議

長 に報告。〈Kitte1,}Ll957S.177>

10月15日DLV,教 員養成法案の提出 を要請。〈B611ing,R1978S.177>

10月29日 テユー リンゲ ン邦文部省,総 合大学哲学部 に新 たに創設 され る教員科学部門 に関

して公布。 〔教育科学部門 として,教 育 哲学,教 育社会学,体 系的教育学,個 々の

教授科 目の方法学,成 人教育,教 育史お よび教育制度史,一 般心理学,応 用 心理

学,教 育心 理学,「異常」児問題 児童福祉制度 を含 む青少年論(Jugendkunde)

を挙 げる。〕 〈Gemot,P.S.82>

11月9日 ヒトラー(Hitler,A.)に よ る,ミ ュンヘ ンー揆が勃発。

12月7日 ハ ンブルク邦 において,SPD・DDP・KPDの 賛成で,国 民学校教員 の養成 に対応

す る 「学校局」設置 の計画 を採択。 〈GemoちP.S.129>

1924年1月7日 ライ ヒ議会 において,教 員養成法案が議事 日程 にのるが,ラ イ ヒと邦 の間の財政

的不均等 が考慮 されたため,同 案 の検討 は中止。<B611{ng,R1978S.177>

2月14日 ライ ヒ政府,第3次 緊急税規定(diedritteSteuernotordnung)に お いて,学 校

および教育制度 上の課題 を邦 に委任 する ことを決定。 〈Fnhr,C.S.52・53>

3月29日 プ ロイセ ン邦大蔵大 臣,「国民学校教員の養成 にあた っての,資 格問題が解決 され

ない うちは,新 たな教員養成 を実施 する ことがで きない。」 と表 明。

〈Weber,R.S248>

4月16日 ハ ンブルク邦 において,DNVP,国 民学校教員 の養成 に関す る上級学務局 の計画

に反対。 〔3年間 の教育学 の研究 は非合理的 と主張。〕 〈Gernot,P.S.131>

4月22日 ブ ラウ ンシュバイク邦 にお いて,新 たな 「国民学校教員 の教職試験 に関す る規 定」

を公布。 〈Sandfucks,U.S・169>

5月4日 ライ ヒ議会選挙。総議席数472(SPD100,DNVP95,Zentrum65,KPD62,DVP

45,NSDAP32,DDP28,そ の他45)

5月7日 プ ロイセ ン邦文部省,教 育 アカデ ミーでの養成 に対 して,こ の ことが他の中間官

吏 としての養成 と同等 の評価 を与 えるものではないと表 明。<GemoちP.S.257>

5月24日 プロイセ ン邦国務省,国 民学 校教 員の養成にあた って,大 学入学資格 を前提 条件

と しない ことを提案。 〈Weber,R.S.255>
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6月4日Zentrum,宗 派別教 員養成を ライ ヒ議会に提案。 〈Gemot,P.S.59>

8月5日 ～6日 ライ プツィヒにおいて,AsLラ イ ヒ会議 を開催。 〈St6hr,W。BandlS.

190>

9月9日 プ ロイセ ン邦議 会の本 委員会において,教 育 アカデ ミーの宗派 別養成を規定。

<Weber,RS135>

10月7日 ベル リンにおいて,諸 邦 文部大 臣会 議を開催 。〔バイエル ン,ヴ ュルテ ンベル ク,

ヘ ッセ ンの3邦 は,代 理 参加。〕 〈F甑r,CS55>

10月7日 プ ロイセ ン邦 国務 省,国 民学校教員 の養成 につ いて は,高 等 教育機 関 において行

うことを決定。 〈Weber,R.S.248>

10月28日 メ クレンベル ク=シ ュベー リン邦議会 において,SPD,国 民学校教 員の養成 にあ

た って,研 究 の前提 としての卒業資格 と職業 的養成 としての総合大学 での3年 間

の研究 を規定 した教員 養成法案 を提 出。 〈GemoちP.$221>

11月21日 ～22日 ベル リンにおいて,ラ イ ヒ教育制度委員会 が創設。<GemoちP.S.58>

12月7日 ライ ヒ議会選挙。総議席数493(SPDl31,DNVPlO3,Zentrum69,DVP51,KPD

45,DDP32,NSDAP14,そ の他48)

12月20日 テ ユ ー リ ンゲ ン邦 政府,国 民 学校 教 員 の養成 を総 合大 学 で行 う こ とを公布。

〈GemoちP.S.104>

1925年1月15日 バ イエル ン邦 にお いて,同 邦議会,プ ロテスタ ント教会 との政教協定 を承認。

〈B611ing,R.1978S.154>

1月18日 ライヒ教育制度委員会,「 基礎学校の教育課程 に関す る法律 の実施 に対す る方針」

を採択。〈Fahr,C.S.283>

2月18日 プロイセ ン邦 にお いて,ペ ッカー,再 び同邦文部大 臣に就任。〈Weber,R.S.293>

3月28日 ライヒ教育制度委員会,「 ドイッ高等学校に関す る協 定」を締結。

<FOhr,C.S.288>

4月18日 ライヒ議会,「 基礎学校の教育課程 に関す る法律 」を制定。

〈B6ning,R.1978S.139>

4月21日 ヘ ッセ ン邦議会,国 民学校教員の養成 を,ダ ルムシュタ ット(Darmstadt)工 科大

学 の教育 イ ンステ ィテ ユー ト(Darmstadt,Mainz)に おい て行 うことを可決。

〈GemoちP.S.409>

6月24日 メ クレンベル ク=シ ュヴェー リン邦議会にお いて,DVP,DNVP,NSDAPの 賛

成 によ って,教 員養成法を可決。〔大学入学 資格 の取得を必要 としな い,教 員養成

所 および教育 イ ンステ ィテユー トの創 設。〕 〈GernoちP.S.224>

7月24日 プロイセ ン邦 にお いて,「 プ ロイセ ン邦 におけ る国民学校教員 の養成 に関 す る新

規定」(DieNeuordnungderVolksschullehrerbildunginPreuBen)を 公布。

〈Weber,R.S259>

7月30日 プ ロイセ ン邦 において,国 民学校教員 の職業的養成 は,プ ロイセ ン邦 文部省 によ

る規定 に基 づ き行 うことを決定。 〔特別 の教育 アカデ ミーでの2年 間の教 育課程〕

<Weber,R.S.241>

8月27日 オルデ ンブル ク邦(Ordenburg)政 府,暫 定 的な,宗 派 別の教育 課程 において,
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国民学校教員養成 を行 うことを公布。 〈Gernot,P.S.409>

8月30日 イエナにおいて,AsLラ イ ヒ会議 を開催。 〈St6hr,W.BandlS.455>

9月2日 プロイセ ン邦文部大 臣ベ ッカー,同 邦国家予算委員会 にお いて,教 員養成に関す

る新規定 にっ いて報告。<Weber,R.S.293>

9月2日 プロイセ ン邦議会 において,中 央党,宗 派別教員養成 を要求。

〈Weber,RS.295・296>

9月4日 ～5日ADBラ イ ヒ会議 が開催。 〔SPDハ イデルベル ク綱領を確訊 〕

〈St6hr,W.BandlS.455>

11月3日 プロイセン邦議会 にお いて,教 育 アカデ ミーの宗 派混 合を求め るDVPとDDPの

提 案を否決。〈Weber,R。S.295>

11月3日 チ ュー リンゲ ン邦 イエナ大学 にお いて,技 術教員 の養成 を開始。

<Heinemann,M.1976S.308>

11月13日 プロイ セン邦議会,教 育 アカデ ミーにお ける宗派別 の国民学校教 員養成 を可決。

〈GemoちP.S.409>

12月15日 プロイセン邦議会,3つ の宗派別教育 アカデ ミー(プ ロテ スタン ト系:Erbing,

Kiel,カ トリック系:Bonn)と1つ の宗派混合教育 アカデ ミー(Frankfurtam

Main)の 設立 を決 定。 〈GernoちP.S.64><Weber,R.S」37>

1926年1月13日 ライ ヒ教育制度委員会,「 私立予備学校 の廃止 に関 する方針」 を締結。

〈FUhr,CLS.284>

2月11日 ハ ンブルク大学委員会代表,新 たな教 員養成 機関 としての 「上級 学務局 のみの監

督の もとに置かれ る,特 別 の教育 イ ンステ ィテ ユー ト」 を拒否。

〈GemoちP.S.137>

3月18日 ライ ヒ議会 によって,ラ イ ヒ教育制度委員会 に教員養成改革構想 を委託。

〈GemoちP.S.67>

3月26日 ライ ヒ教育制度委 員会,教 員養 成法 に関す るSPDの 提案 を同党 の これまでの提

案 と一緒 に審議す ることを承認。 〈B611ing,R1978S.183>

3月30日 バーデ ン邦(Baden)議 会,国 民学校教員 の養成 を宗派別 の学術 的教 員養成所 に

おいて行 うことを可決。〈B6111ng,R.1978S.182>

4月26日 ライ ヒ内務大臣 クルッ(Knlz,:DDP),ラ イ ヒ裁判所 に,プ ロイセ ン邦 におけ る教

育ア カデ ミーの設置 は,ラ イ ヒ憲法第174条 違反 と告訴。 〈Gernot,P.S.65>

5月7日 プロイセ ン邦議会 において,KPD,「 新 たな教育ア カデ ミーは,古 い師範 学校 と同

じで ある。」 と批判。〈Weber,R.S298>

5月19日 ライ ヒ裁判所判決,メ クレンブル ク=シ ュペ ー リン邦で の判決 を踏襲。〔判決文:

「ラ ン トは,ラ イ ヒ憲法 第143条 第2項 の実施 の ために発布 され る ライ ヒの法

律 によ って初 めて,教 員養成形態を制 限 され る。 目下 のと ころ,ラ ン トはこれ を

自己の裁量 で規制 す ることができ る。」〕<Heinemann,M.1976S.275>〈 佐藤史浩

45頁>

7月22日 テユー リンゲ ン邦 において,教 員試験規定 を公布。〔国民学校 教員試験の受験資格

及 び試験 内容等 に関す る規 定〕 〈Heinem頷n,M1976S.303>
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1927年

1928年

1929年

10月2日 ～5日DNLBの 会議 が開催 され る。 〈Heinemann,M.1977S.314>

10月18日 ベル リンにお いて,GDV会 議 が開催。〔SPDが,ADB及 びGDVを 支援すべ き こ

とを明確化〕〈St6hr,W.BandlS.456>

12月20日 ハ ンブルク邦議会 にお いて,国 民学校教員の養成 を総合大学 で行 うことを可決。

<GemoちP.S.409>

1月19日 メクレ ンベル ク罵シュベー リン邦議会 にお いて,教 育 イ ンスティテユー トの大学

水準(Hochschulniveau)へ の昇格を可決。〈GernoちP.S.225>

1月30日 マ ンハ イ ム(Mannheim)に お いて,南 ドイ ッAsL会 議 が開 催。 〔ナ ッサ ウ

(Nassau),ヘ ッセ ン(Hessen)等 の代表者が,確 実 な宗派混合学校 を強調。〕

〈Wolfgang,W.W.S.73>

2月26日 ライ ヒ議会 において,「基 礎学校及 び予備 学校 の廃止 に関す る法律 の変 更 に関す

る法律」を制定。〈F"hr,C.S164>

3月15日 ライヒ教育制度委員会の開催を,SPDが 提案。〈Gernot,P.S.67-68>

β月22日 プロイセ ン邦議会,ゆ 等教育卒業資格 を中間学校教員の要件 とす ることを公布。

〈Heinemann,M1977S.145>

4月1日 ブラウ ンシュバイ ク邦議会 において,国 民学校教員の養成を工科大学 にお いて行

うことを可決。〈GemoちP.S。409>

4月7日 ライ ヒ教育制度委員会,教 員養成問題の撤回 を速やか に決断す るようライ ヒ内閣

に表明。 〈Heinemann,M.1976S.276>

5月13日 ライ ヒ議会において,DDP・SPDの 反対に も関わ らず,教 員養成問題 の審議 を延

期す ることを決定。〈Heinemann,M.1976S.276>

8月2日 テ ユー リンゲ ン邦政府,国 民学校教員の養成 を大学 以外 もしくは大学付属の イ ン

ステ ィテユー トにおいて行 うことを公布。 〈Gernot,P.S409>

8月27日AsL会 議 が開催。 〔自宙労働組 合的態度へ の支持 を表明。〕

〈St6hr,W.BandlS。456>

12月19日 ライ ヒ内務大 臣,国 民学校教員の養成 に,大 学入学資格 および,大 学相当の形態

での最 低2年 間の研究が必要な ことを,教 員養成法への態度 として表明。

〈GemoちP.S.68>

1月24日 ライ ヒ教育制 度委員会,「 私立学校の卒業証 明の相互認定 に関す る協定」を締結。

〈Ftihr,C.S.57>

1月24日 ライ ヒ教育制 度委員会,「 ライ ヒ憲法第147条1項 の実施 に関す る協定」を締結。

〈F{ihr,C.S.308>

3月2日 ～3日 第5回 ライ ヒ教 育制度 委員会が開催。 〔各邦にお ける教員養成 の状況 につ い

て報告。〕 〈F"hr,C.S.263>

4月30日 中間学 校教員給 与法を制定。 〈Heinemann,M.1977S.148>

5月20日 ライ ヒ議会選 挙。総 議席数491(SPD153,DNVP73,Zentrum62,KPD54,DVP

45,DDP25,NSDAP12,そ の他67)

1月16日 ライ ヒ教 育制 度委員会,「 ドイツ高等学校 に関 する協定 の変更 に関する協定」を締

結 。〈FUhr,C.S.289>



278

4月11日 ライヒ教育制 度委 員会,「学校卒業証明 における成績評価 の統一 に関 する協定」を

締 結。 〈恥hr,CS.279>

4月21日NsLBが 結成 。〈B6Hing,R.1978s125>

4月24日DLV,大 学入学 資格 と大学 での3年 間の研 究が教 員養成 に必 要 とされ るべ きこと

を請願。 〈GernoちP.S・68>

5月22日 ～26日 中間学校教員組合,従 来 の中間学校教員 の資格制度 の保持 を要求。

<Heinemann,M.1977S.145>

5月25日 ～26日 マグデブル ク(Magdeburg)に おいて,AsLラ イ ヒ会議が開催。

<W。lfg直。&W.W.S.36>

12月28日

1930年3月23日

4月10日

4月16日

6月12日 ～14日

6月25日

7月2日

7月3日

8月6日

9月14日

12月1日

12月16日

1931年2月20日

3月25日

3月26日

ライ ヒ教育制度委員会,「 高等学校生徒 の他邦 への転校 に関す る協定」 を締結。

〈FnhちGS.282>

ベ ル リン教員会館 にお いて,DLV,教 育費削減反対 の大示威行動。

〈B611ing,R.1978S.196>

チ ュ』 リンゲ ン邦 にお いで 「公立学校 の設立1こ関す る法律 ゴを制定。 〔グラィル

(GreiDに よ る教育 改革 の結 果を完全に放 棄。〕 〈Krause・Vilmar,D.S.237-238>

チ ュー リンゲ ン邦 において,「 ドイ ッの危機 と希望 に捧 げ る学校 での祈 り(der

deutschenNotundHoffnunggewidmetesTh面ringischesSchulgebet)」 令 を

公布。〈Krause・Vilmar,D.S.242>

ゲル リッッにおいて,社 会民主主義及 び共産主義 的労働組合 の連合会 議を

開催。 〔統一 的学校政策 につ いて論議。〕<St6hr,W.BandlS.466>

プ ロイセ ン邦政府,NSDAP及 びKPDに 属す る官吏の排除 を表明。

〈Krause・Vi麓mar,D.S.269-270>

ライ ヒ内務大臣 ヴ ィル ト(D藍Wirth)召 集 の会議 において,「学校設立,職 業選択

及 び資格制度 に関す る原則」 を公表。 〈恥hr,C.S261>

プ ロイセ ン邦政府,NSDAP及 びKPDに 属 す る官吏の排除 を再度表明。

〈Krause・Vilmar,D.S.269>

ライ ヒ教 育制度委員 会,「 ライ ヒ憲法第147条1項 の実施 に関 す る新協定」 を緯

結。〈Fnhr,GS。309>

ライヒ議会選挙 総議席数577(SPD143,NSDAP107,KPD77,Zentrum68,

DNVP41,DVP30,DDP20,そ の他91)

ライヒ政府,第1次 経済及 び財政保 障に関す る緊急令(LNotverordnungzur

SicherungvonWirtschaftundFinanzen)を 公布 。〈Krause-Vllmar,D.S154>

ライ ヒ教育制度委員 会,「 幼稚園教 員及び保育所教 員の養成 に関す る協定」 を締

結o〈FOhr,C.S.305>

チュー リンゲ ン邦 において,「 共産主義 の破壊活動 か らの青少年 の保護」令 を公

布 。〈Krause・Vilm飢ns245>

ライヒ教育制度委員会,「 大学入学資格の相互認定 に関す る協定」 を締結。

〈F"hr,C.S.57>

ライ ヒ教育制度委 員会,「 民生委員 の国家的認定 の相互承認 に関す る協定」 を締
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結 。 〈F曲r,GS.306>

3月31日 ラ イ ヒ教 育 制 度 委 員 会,「 中 等 教 育 卒 業 資 格 に関 す る協 定 」 を締 結 。

〈Fnhr,C.S.285>

4月1日 プ ロ イ セ ン邦 にお いて,「 教 員 候 補 生 の養 成 に関 す る方 針 」 を規 定 。

〈B6ning,R1983S.116>

4月9日 チ ュ ー リ ンゲ ン邦 にお いて,「 学 校 で の邪 悪 な宣 伝(Gottlose-Propaganda)の 禁

止 」 令 を公 布 。<Krause・Vilmar,D.S.246>

4月15日 ブ ラ ウ ン シ ュ バ イ ク邦 政 府,教 員 養 成 の教 育 科 学 部 門 の ス タ ッフ に 関 す る干 渉

(Eingriff)を 明 文 化 。 〈Gemot,P.S.409>

6月5日 ラ イ ヒ政 府,第2次 経 済 及 び財 政 保 障 に 関 す る緊 急令 を公 布 。

〈Krause・Vilmar,D.S156>

7月4日 ラ ィ ヒ教 育 制 度 委 員 会,「 工 業 教 育 施 設 の指 定 に 関 す る漉 定 」 を 締 結 。

〈F∬hr,C.S.304>

8月24日 ライ ヒ大 統 領,国 家 財 政 保 障 の た め の 緊 急 令(sog.DietramszellerNotverord・

nung)を 公 布 。 〈B611ing,R.1978S.199>

9月12日 プ ロイ セ ン邦,第1次 節減 規 定(ErsteSparverordnung)を 公 布 。

〈Heinemann,M.1976S.287>

9月24日 テ ユー リンゲ ン邦 政 府,国 民 学 校 教 員 の養 成期 間 の短 縮 を公 布 。

〈GemoちP.S.112>

9月30日 プ ロイ セ ン邦 に お い て,同 邦 文 部 省,「 撤 廃 令 」を 公布 。 〔1932年4月1日 ま で に,

お よ そ7000人 の 国民 学 校 教 員 の定 員 削 減 を指 令 。〕<B611ing,R.1978S.202>

10月6日 ラ イ ヒ政 府,第3次 経 済 及 び財 政 保 障 に 関 す・る 緊急 令 を公 布 。

〈Krause・Vilmar,D.S.158>

10月7日 ラ ィ ヒ教 育 制 度 委 員 会,「 青 少 年 指導 員 の養 成 に 関 す る協 定 」 を締 結 。

〈F直hr,C.S.306>

10月24日 ライ ヒ教 育 制 度 委 員 会,「1年 制 女 学校 に 関 す る協定 」 を締 結 。 〈F亘hr,CS.302>

11月10日 第9回 ライ ヒ教 育 制 度 委 員 会 が 開 催 。 〔大学 へ の 入学 制 限 につ い て 論 議 。〕

〈FOhr,CLS.270>.・

12月8日 ライ ヒ政 府,第4次 経 済 及 び財 政 保 障 に関 す る緊 急 令 を公 布 。

〈Krause・Vilmar,D.S.158>

12月23日 プ ロイ セ ン邦 に お い て,第2次 節 減 規 定(ZweiteSparverordnung)を 公 布 。

〈Stock,HS33>

1932年1月7日 ヘ ッセ ン邦 政 府,国 民 学 校 教 員 の 養 成 を 行 う教 育 イ ン ステ ィ テ ユ ー トを,マ イ ン

ツ(Mainz)だ け に す るこ とを公 布 。 〈GemoちP.S.409>

1月30日 ラ イ ヒ教 育 制 度 委 員 会,「 中 等 教 育 に お け る外 国 語 の教 授 に関 す る協 定 」 を締 結 。

〈F{ihr,C.S.303>

2月11日 プ ロ イ セ ン邦 文 部 大 臣 グ リメ(Grimme,ん),9の 教 育 ア カ デ ミー の廃 止 を公 布 。

〈Weber,R.S.136>

3月8日 テ ユ ー リ ンゲ ン邦 に お い て,新 た な教 員 試 験 規 定 を制 定 。<Gemot,P.S114>
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3月19日 プ ロ イ セ ン邦 文 部 大 臣 グ リメ,教 育 アカ デ ミー の 廃止 を8の ア カ デ ミー に修 正 。4

月1日 を も う て廃 止 と公 布 。 〈Weber,R.S.136-137>

3月27日 フ ラ ンク フ ル トに お い て,第39回DLV代 表 者 会 議 を開 催 。

〈Krause-Vilmar,D.S.170>

3月30日 ～4月1日 ベ ル ナ ウ(Bernau)に お い て,AsL中 央 委 員 会 を開 催 。

〈Stδhr,W.BandlS.467>

5月17日 ～18日 ロ ス ト ック にお いて,第40回DLV代 表 者 会 議 を開 催 。

〈Stδhr,W.BandlS.467>

7月

7月20日

7月31日

8月

11月6日

11月9日

11月27日

12月17日

1933年1月30日

2月27日

3月1日

3月5日

3月24日

4月7日

4月8日 ～9日

4月10日

4月11日 ～12日

5月1日

6月8日

メ ク レ ンペ ル ク=シ ュペ ー リン邦 にお いて,NSDAP,政 権 を獲 得 。

〈GemoちP.S.233>

プ ロイ セ ン邦 にお いて,政 府 委 員 を通 じ邦 政 府 に よ って,教 育 ア カ デ ミー廃 止 が

命 令 され る。 〈Weber,R.S.140>

ライ ヒ議 会選 挙 。 総 議 席 数608(NSDAP230,SPD133,KPD89,Zentrum75,

DNVP37,DVP7,DDP4,そ の他33)

テ ユー リシゲ ン邦 にお いて,NSDAP,政 権 を獲 得 。 〈GemoちP。S.116>

ライ ヒ議 会選 挙 。 総 議 席 数584(NSDAP196,SPD121,KPD100,Zentrum70,

DNVP52,DVP11,DDP2,そ の他32)

ラ イ ヒ教 育 制 度 委 員 会,「2学 年 の商 業 学 校 に お け る卒 業 資 格 の 認 定 に 関 す る協

定 」 を 締 結 。 〈FOhr,C.S.286>

ベ ル リ ンに お いて,DLVの 指 導 の も と,師 範 学 校 教 員 組 合,ラ イ ヒ議 会 に対 して

大 示 威 行 動 。 〈B611ing,R1978S.218>

AFLD執 行 委 員 会,1933年4月8日 に 臨 時 大 会 を 開 催 す る こ と を 決 定 。 〔ヒ ト

ラ ーの 政 権 掌 握 に よ り実 現 せず 。〕<St6hr,W.BandlS.474>

ラ イ ヒ首 相 に ヒ トラ ーを 指 名 。NSDAP,ラ イ ヒ政 権 を獲 得 。

ラ イ ヒ議 会 放 火 事 件(Reichstagsbrand)が 発 生 。

AFLD機 関紙 「人 民 の教 師(Volkslehrer)」 が発 行 停 止 。

〈St6hr,W.BandlS.475>

ライ ヒ議 会選 挙 。 総 議 席 数647(NSDAP288,SPD120,KPD81,Zentrum74,

.DNVP52,DDP5,DVP2,そ の他25)

ライ ヒ議 会 に お い て,「 全 権 委 任 法(GesetzzurBehebungderNotvonVolk

undStaat)を 制 定 。

「官 吏 制 度 の 再 建 に関 す る法 律 」を ライ ヒ レベ ル で 制 定。 〔「ア ー リア 人(arier)で

はな い 者 」 及 び社 会 民 主 主 義 者 の 官 吏 か らの排 除 を規 定 。〕

〈Krause・Vilmar,D.S.271>

ラ イ プ チ ッ ヒに お いて,NSLB大 会 を開 催 。 〈Bδ11ing,R.1983S.136>

ザ クセ ン教 員 組 合,NSLBに 編 入 。 〈B611ing,R1978S.221>

プ ロ イ セ ン教 員 組 合,NsLBへ の編 入 を決 議 。 〈B611ing,R.1978s.221>

プ ロ イ セ ン邦 の教 育 ア カ デ ミー,教 員 養 成 大 学 とな る。<Weber,R.S.140>

DLV,NSLBに 編 入 。 〈St6hr,W.Band1&474>
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rrevolutionvon1918,VerlagJuliusBeltz・Weinheim,1961

太 田 和 敬 ワイ マ ー ル初 期 の学 制 改 革 一 統 一 学 校 を 中 心 に 一 東 京 大 学 教 育 行 政 学 研 究 室 紀 要 第

1号,1980

Pretzel,C.L.A.GeschichtedesDeutschenLehrervereinsindenerstenftinfzigJahrenseines

Bestehens,Ju董iusKlinkhardちVerlagsbuchhandlunginLeipzig,1921

Reble,AlbertGeschichtederPaedagogik,Klett・CottaimUllsteinTaschenbuch,Frankfurtam

Main,1951.1¶

Rudder,deHelmut(Hrsg.)DieLehrerbildungzwischenPtidagogischerHochschuleund

Universittit,VerlagJuliusKlinkhardt,BadHeilbrunn/Obb,1982

Sandfuchs,UweUniversitareLehrerbildunginderWeimarerRepublikundimDrittenReich,

Verlag .JuliusKlinkhardt,BadHeilbruun/Obb,1978

佐 藤 史 浩 ヴ ナ イ マ ー ル 共 和 国 に お け る教 員 養 成 制 度 改 革 に関 す る研 究 東 北 大 学 教 育 学 部 教 育 行

政 ・学 校 管 理 ・教 育 内容 研 究室 編 研 究 集 録 第8号,1977

Schulz,HeinrichDerLeidenswegdesReichsschulgesetzes,VerlagvonJ.H.W.DietzNachf,

Berlin,1926

Stock,HansIntegrationderLehrerausbildungindieUnlversit5tChanceoderNiedergang?

Vandenhoeck&RuprechtinG6ttingen,1979

St6hr,Wolfgang(Hrsg.)LehrerundArbeiterbewegung,EntstehungundPolitikderersten

GewerkschaftsorganisationderLehrerinDeutschland1920-1923,Band1.2,VerlagArbeite・

rbewegungundGesellschaftswissenschaf転Marburg,1978
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VerhandlungenderverfassunggebendenDeutschenNationalversammlungBand326β27,328,

329,334,336,StenographischeBer蓋chte,1919,1920

Weber,BerndPadagogikundPolitikvonKeiserreich乞umFaschismus,ScriptorVerlag,1979

Weber,RitaDleNeuordnungderpreuBischenVolksschullehrerbildunginderWeimarer

Republik,(DeutschesInstitutf{irInternationaIePadagogischeForschungStudienund

DokumentationenzurdeutschenBildungsgeschichteBand26),B6hlauVerlagK61nWien,

1984

Wittwer,W.WolfgangDiesozialdemokratischeSchulpolitikinderWeimarerRepublik,Ein

BeitragzurpolitischenSchulgeschichteimReichundinPreuBen,(HistorischeundPadag・

ogischeStudienBand12),ColloquiumVerlagBerlin,1980

Wothge,Rosemarieu.a.ZurPadagogikundSchulpolitikderKPpinderWeimarerRepublik,

VolkundWissenVolkseigenerVerlagBerlin,1961

〈原語対照一覧〉

一ア行=

アカデミカー

一般的教育

=力 行=

回章

学術

的教員養成

革命協議会

学校

委員会

会議

監督

長

技術科教員

基礎学校

ギムナジウム

教育

アカデミー

学部

機関

行政機関

専門学校

制度委員会(ラ イヒ議会)

… …Akademiker
.

… …allgemeinbildung

… …Rulldschreiben

… …akademischeLehrerbildung

・・・…reマ01utionarerBetriebsrat

… 。・・Schulrat

… …Schulkonferenz

… …Schulaufs孟cht

・・… ・Rektor

… …Werkunterrichtslehrer

… …Grundschule

… …Gymnasium

… …P蓋dagogischeAkademie

… …PadagogischeFakultat

… …Lehranstalt

… …Unterrichtsverwaltu119

・… ・・P置dagogischeFachschule

… …AusschuBfUrdasUnterrichtswesen
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一 大学

教員

一 候補生

一 試験

一 養成所

一 養成大学(1933年5月1日 ～)

一 養成法

一 同盟

一 招議会

教職
一 の統一 .

芸術大学

研究

工科大学

高等学校

高等裁判所

公布

国家
一 予算委員会

一 事務次官

一 社会主義教員同盟(NSLB)

… …PadagogischeHochschule

… …Studierenreferendar

・… ・。Leh!rerprUfung

… ・・噸Lehrerbildungsanstalt

… …Hoch忌chu藍eftirLehrerbildung

・… ・・Leh1・erbildungsgesetz

・・… 。Lehrerbund

… …1£hrerrat

。・・…EinheitlicherL£hrerstand

・・… ・Kunsthochschule

… … .Studium

… …TechnischeH㏄hschule

・・… ・h6he!'eSchule

… ・∴Xammergericht

。・・…ErlaB

… …Staatshausha董ts・AusschuB

… 鱒・Staatssekretar

… ・.・・NationalsozialistischerLehrerbund

一 社 会 主 義 ドイ ッ労 働 者 覚(NSDAP)… …NationalsozialistischeDeutscheArbeiterpartei

国 民

一 学 校 一 ・・Volksschule

一 学 校 教 員 給 与 法(プ ロイ セ ン邦)… …Volkschullehrer・Diensteinkommensgesetz

一 議 会(～1920年6月)… …Natioha董versammlung

国 務 省 … …Staatsministerium

=サ 行= .

執行委員会 ・

実習学校

師範学校
一 予備学校

社会民主主義教員同盟(VsL)

社会民主主義的教員労働組合(AsL)

宗教教授

宗派混合教員養成

宗派別教員養成

… …GeschaftsfahrendeAusschuB

… … むbungsschule

… …Lehrersemina「

・・… ・Praparandenanstalt

・し… ・Ve奮einige脆sozialdemokratischerLehrer

… …Arbeitsgemeinschaftsozialdemokratische「Lehrer

undI£hrerinnen

・・… ・Religionunterricht

… …s量multaneLehrerbildung

… …konfessionelleLehrerbildung
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自由社会主義青年(FSJ)

上級学校局(ハ ンブルク邦)

商業学校

職業的教育

私立学校

新プロイセン教員組合

全自由勤労者同盟(AfA-Bund)

全 ドイツ

官吏同盟(ADB)

教員組合(ADLV)

教員新聞(ADLZ)

女性教員組合(ADLV)

労働組合同盟(ADGB)

全国学校会議

総合大学

での養成

;タ 行=

大学

相当の

入学資格

評議会

男女共学

中間学校

教員組合

中間官吏

哲学部

徹底的学校改革同盟

ドイツ

・ドイツオーストリア

社会主義教員同盟

カ トリック教員同盟(KLVdDR)

カ トリック女性教員組合(VkdL)

官吏同盟(DBB)

教員組合(DLV)

共産党(KPD)

高等学校

高等学校教員連盟(DPhiV)

・… 。・FreieSozialistischeJugend

・。… ・Oberschulbeh6rde

… …Hande1.sschule

… …Berufsbildung

・・… ・Privatschule

… …NeuerPreuBischerLehrerverein

一 ・・AllgemeinerfreierAngestelltenbund

… …allgemeinerDeutscherBeamtenbund

… …A重1gemeinerDeutscherI£hrerverein

… …AllgemeineDβutscheLehrerzeitung

・… ・・AllgemeinerDeutscherLehrerinnenvereiη

… …AllgemeinerDeutScherGewerkschaftsbund

… …Reichsschulkonferenz

… …Universitat

・・… ・universit菖reLehrerbildung

… …Hochschu藍e

・・… ・Hochschulm芸Big

… …Hochschulreife

・・・…Sehat

… …Koedukation

… …Mittelschule

… …Mittelschullehrerマerein

… …mittlererBeamte

・… ・・PhilosophischeFakultat

… …DerBundEndshiedenerSchulreformer

… …VerbandessozialistlscherLehrerundLehrerillnell

DeutschlandundDeutscher-Oesterreiches

… …KatholischerLehrerverbanddesDeut㏄henRei-

ches

… …VereihKatholischerdeutscherLehrerinnen.

・… 。・Deu捻cherBeamtenbund

… …DeutscherLehrerverein

… …KommunistischeParteiDeutschlands

… …DeutscheOberschule

・… ・・peutscherPhilologenverband
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国家教員同盟

国家人民党(DNVP)

国民教員労働組合(GDV)

社会民主党(SPD)

師範学校教員組合

自由教員労働組合(FLGD)

女学校

人民党(DVP)

大学会議

中間教員組合

中央党(Zentrum)

独立社会民主党(USPD)

プロテスタ ン ト教会委員会

民主党(DDP)

統一学校

連動

特別大学

=ハ 行=

バイ ェル ン人民党(BVP)

プロイセ ン教員組合

プロイセ ン中間学校 ・高等女学校教員組合

プロテ スタン ト教員組合連盟(VeLV)

文化会議

分離 養成

邦(ラ ン ト)

議 会

税 法

補 習学校

本委員 会(ラ イ ヒ議 会)

=マ 行=

文部省(プ ロイセ ン邦)

文 化局

=ヤ 行=

… …Deutschnationa茎erLehrerbtmd

… …DeutschenatiollaleVolkspa質ei

∵・…Gewerkschaft .DeutscherVo玉kslehrer

… …SozialdemokratischeParteiDeutschlands

一 ・?DeutscherSeminarlehrerverein

… …FreieLehrergewerkschaftDeutscNands

・・… 。DeutscheFrauenschule

… …DeutscheVolkspartei

… …deutschH㏄hschu藍tag

… …DeutscherVereinfほrdasmittlereSchulwesen

… …DeutscheZentrumspartei

・・r…UnabhδngigeSozialdemokratischeParteiDeuts-

chlands

… …DeutschesEvallgerischesKirchenausschuB

… …DeutscheDemokratischePartei

… ・g・Einheitsschulbeweg1111g

… …Sonderh㏄hschule

… …BayehscheVolkspa丘ei

… …PreuBischerLehrerverein

… …PreuBischerVereinderLehrerundLehre匝nenan

mittlerenSchulenundh6herenMadchenSchulen

… …VerbandevangelischerLehrerverein

… …Kulturtag

・・… ・Abseitbildung

・・・…Land

… …Landtag

… …Landessteue士gesetz

… …Fortbi藍dungsschle

… …HauptausschuB

… …Ministerium衙WissenschafちKunstundVolks-

bildullg

… …Kuitusabteilung
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予備学校 … …Vorschule

=ラ 行=

ラ イ ヒ

大蔵省

学校委員会

学務局

議会

給与法

裁判所

参議院

首相

青少年福祉法(RJWG)

政府委員

大統領

内務省

内閣

文部省(1934年5月1日 ～)

労作教育

労兵協議会

… …Reich

… ・・iReichsministerlumderFinan2en.

・… 。・ReichsausschuB

・・… ・Reichsschulamt

… …Reichst㎎

… …ReiChSbeSOldUngSgeSetZ

・・… ・.Reichsgericht

… …Reichsrat

… …Reichskanzler

… …Reichsjugendwohlfahrtsgesetz

・… 。・Reichskommissare

・… 。・Rdchspr互sident

… …Reichsministeriumdesinner11

・・… ・Reichskabinett

・・… ・Reichsministeriumf且rWissenschafちErziehung

undVolksbildung

・・… ・Arbeitererziehung

・・… ・Arbeiter・undSoldatenrate

篇 ワ行=

ワイ々一ル憲法
.
… …VerfassungdesDeutschenRe量chesvomll

.8.1919
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EntwicklungderForschungvonLehrerinderWeimarerZeit

YoshihiroSAKAKIBARA

IndiesemAufsatzhandleichdieEntfaltungdesStud三umvonLehrerwahrendder

WeimarerPeriode.EslstderZweckdiesesAufsatz,imFallLehrerinderWeimarerZeit,

dietheoretischeundwirklicheDebattegehabt,w三eLehrerbeschriebtistunterzusu-

chenalseinBeispieL.

LehrerSeinisteintypischSpiegelder'6ffentlicheSchule'oderdes'6ffentliches

Erziehungssystem'.AlsovieleAbhandlungen廿berLehrerhabeneineTendenzdaB

LehreristimGrundeniedergelegtvondemsozialenCharakterder'System'Faktoren,

diesindbesonderspolitischesund6konomischesGeb三et.Andererse圭tshat.Lehrer

aktiveElgenschaft.DernimmtaμfverschiedenerleiWeiseanderSchulenundanderer

Platzals'6ffentlicherLehrer'.JederLehrerlebteinemgewissenGrademitdieSubje・

ktivitatdesLehrers.IndieserAbhandlungm6chteichdasProblemunddieMethode

derErgriffehtiberLehrerzugliedern.IchdenkedaBzahlreicheFor串chungendieses

ThemainderDDRundderBRDnachdemzweitenWeltkriegbringenklar廿berdie

Eigent茸mlichkeitderLehrerForschung.

DerInhalt三stwiefolgt.

1

∬

皿

W

Vorwort

EntwicklungderForschunginDeut$chlandnachdemzweitenWpltkrieg

SituationdesForschunginJapan

Fazit


